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（1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高は消費税等抜きで表示しております。 

２．当連結会計年度より潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当たり、「１株当たり当期純利益に

関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月30日公表分）を適用しております。 

  なお、これらの会計基準等を適用したことにより、第72期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

に及ぼす影響は軽微であることから、遡及修正は行っておりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高（百万円）  91,618  53,108  61,730  99,700  89,241

経常利益（百万円）  18,564  1,460  4,560  17,190  11,237

当期純利益（百万円）  11,112  251  2,470  10,945  7,195

包括利益（百万円）  -  -  -  10,079  6,846

純資産額（百万円）  89,665  86,328  88,091  97,633  102,536

総資産額（百万円）  118,603  123,925  124,313  139,240  135,789

１株当たり純資産額（円）  2,620.56  2,552.54  2,599.69  2,869.12  3,004.10

１株当たり当期純利益金額(円）  327.07  7.41  73.51  325.59  213.56

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

金額（円） 
 326.27  7.40  72.19  308.99  202.99

自己資本比率（％）  75.0  69.2  70.3  69.4  74.5

自己資本利益率（％）  13.1  0.3  2.9  11.9  7.3

株価収益率（倍）  13.1  328.6  78.2  17.4  21.4

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 9,296  4,605  11,017  14,506  6,170

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △11,825  △13,586  △13,950  △5,551  △11,323

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △3,180  24,363  △15,411  △3,044  △2,218

現金及び現金同等物の期末残高 

（百万円） 
 18,062  33,418  15,247  19,830  12,038

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕（人） 

 

〔900〕

2,260  

〔1,044〕 

2,438  

 〔1,010〕 

2,465  

 〔 〕 

2,565

1,032

 

 〔 〕 

2,745

1,047
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（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高は消費税等抜きで表示しております。 

２. 第70期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

３. 第70期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

４．当事業年度より潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当たり、「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月30日公表分）を適用しております。 

  なお、これらの会計基準等を適用したことにより、第72期以前（第70期を除く）の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額に及ぼす影響は軽微であることから、遡及修正は行っておりません。 

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高（百万円）  73,485  40,458  49,856  84,570  75,274

経常利益（百万円）  16,289  225  3,017  12,773  9,753

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 9,976  △344  1,677  8,034  6,884

資本金（百万円）  14,517  14,517  14,517  14,517  14,517

発行済株式総数（千株）  33,995  34,004  34,004  34,004  34,004

純資産額（百万円）  84,907  82,124  83,319  90,592  95,411

総資産額（百万円）  110,141  117,449  116,746  127,994  125,248

１株当たり純資産額（円）  2,495.85  2,431.31  2,461.69  2,666.78  2,802.31

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)（円） 

 

 

79

(35)

 

 

20

(10)

 

 

20

(10)

 

 

65

(25)

 

 

48

(29)

１株当たり当期純利益金額又は１株 

当たり当期純損失金額（△）（円） 
 293.65  △10.15  49.93  238.99  204.35

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

金額（円） 
 292.92  -  49.03  226.81  194.23

自己資本比率（％）  76.9  69.6  70.9  70.2  75.4

自己資本利益率（％）  12.3  -  2.0  9.3  7.5

株価収益率（倍）  14.6  -  115.2  23.8  22.4

配当性向（％）  26.9  -  40.1  27.2  23.5

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕（人） 

 

〔778〕 

1,498  

〔914〕

1,641  

 〔884〕 

1,661  

 〔 〕 

1,692

908

 

 〔 〕 

1,739

918
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２【沿革】

年月 事項

昭和12年５月 工業用砥石を製造、販売する目的で第一製砥所(個人営業)を創業。 

昭和15年３月 組織を有限会社第一製砥所に変更(設立)。 

昭和33年11月 有限会社第一製砥所を株式会社第一製砥所に改組。 

昭和44年12月 米国販売拠点として、DISCO ABRASIVE SYSTEMS,INC.（現 DISCO HI-TEC AMERICA,INC.）を設立。

（現 連結子会社） 

昭和45年２月 株式会社精密切断研究所(現 株式会社テクニスコ)を設立。(現 連結子会社) 

昭和45年９月 精密切断装置を開発、販売を開始。 

昭和50年２月 半導体用ダイシングソーを開発、販売を開始。精密ダイヤモンド工具へ進出。 

昭和52年４月 「株式会社ディスコ」に商号変更。 

昭和54年２月 東南アジア販売拠点としてシンガポール駐在員事務所(現 DISCO HI-TEC(SINGAP0RE)PTE LTD)を開

設。（現 連結子会社） 

昭和54年９月 欧州販売拠点として、Helmut Seier氏との共同出資によるDISCO SEIER AGをスイスに設立。 

昭和55年１月 精密平面研削装置を開発、販売を開始。 

昭和57年３月 DISCO DEUTSCHLAND GmbH（現 DISCO HI-TEC EUROPE GmbH）を設立。（現 連結子会社） 

昭和58年１月 株式会社ディスコ技研(後の株式会社ディスコ エンジニアリング サービス)設立。 

昭和58年12月 本社を東京都大田区に移転し、隣接地に研究開発拠点として本社工場を新設。 

昭和59年３月 産業用ダイヤモンド工具へ進出。 

昭和60年11月 株式会社ディスコ エンジニアリング サービスに、保守・サービス業務を移管。 

平成元年10月 社団法人日本証券業協会より店頭売買銘柄としての登録承認を受け、株式を公開。 

平成２年12月 DISCO HI-TEC EUROPE GmbHを当社100％子会社とし、欧州販売拠点をスイスから移転。 

平成６年11月 国際標準化機構が定める品質システムISO9002を精密ダイヤ製造部門で取得。 

平成７年８月 国際標準化機構が定める品質システムISO9001をＰＳ事業部（現 全拠点に該当）で取得。 

平成８年４月 中国サービス拠点として上海駐在員事務所(現 DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD.)を開設。(現 連結

子会社) 

平成８年12月 韓国の合弁会社 DD Diamond Corporationが本格操業を開始。(現 連結子会社) 

平成10年２月 国際標準化機構が定める環境マネジメントシステムISO14001を広島事業所(呉工場および桑畑工

場)で取得。 

平成11年12月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場。 

平成13年10月 産業用ダイヤモンド工具部門を分社化し、株式会社ディスコ アブレイシブ システムズとして設

立。（現 連結子会社） 

平成14年８月 精密切断装置としてレーザソーを開発、販売を開始。 

平成16年11月 本社および研究開発拠点を東京都大田区大森北に新設し、移転。 

平成17年１月 株式会社ディスコ エンジニアリング サービスを吸収合併。 

平成18年８月 株式会社ダイイチコンポーネンツを設立。（現 連結子会社） 

平成18年８月 国際標準化機構が定める環境マネジメントシステムISO14001を国内全拠点で取得。 

平成19年８月 台湾販売拠点として DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.を設立。(現 連結子会社) 

平成20年12月 英国規格協会が定める事業継続マネジメントシステムBS25999-2を本社および広島事業所（呉工場

および桑畑工場）で取得。 

- 3 -



当社グループ（当社および当社の関係会社）は当社および子会社20社、関連会社２社により構成されており、事

業は、半導体製造装置（精密加工装置）、精密加工ツール等の製造・販売を主に、これらに附帯する保守・サー

ビス等を行っているほか、精密加工部品等の製造・販売、産業用ダイヤモンド工具の製造・販売を営んでおりま

す。  

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

なお、次の３部門は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメン

トの区分と同一であります。 

  

３【事業の内容】

区分 主要製品 主要な会社 

精密加工システム 

事業 

半導体製造装置 

（精密加工装置）、 

精密加工ツール等の 

製造・販売 

〔精密加工装置〕 

ダイシングソー 

レーザソー 

グラインダ 

ポリッシャ 

ドライエッチャ 

サーフェースプレーナ 

  

〔精密加工ツール〕 

ダイシングブレード 

グラインディングホイール 

ドライポリッシングホイール

製造 

当社 

㈱ダイイチコンポーネンツ 

販売 

当社 

DISCO HI-TEC AMERICA,INC. 

DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH 

DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD. 

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD. 

㈱ダイイチコンポーネンツ 他９社 

上記の装置等に係る

保守・サービス 
────── 

当社 

DISCO HI-TEC AMERICA,INC. 

DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH 

DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD. 

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.  

他８社 

精密加工部品事業 
精密加工部品等の 

製造・販売 
精密加工部品等 

製造・販売  

㈱テクニスコ 他１社 

産業用研削製品 

事業 

産業用ダイヤモンド

工具の製造・販売 

ダイヤモンドホイール 

研削切断砥石等 

製造・販売 

㈱ディスコ アブレイシブ システムズ 

DD Diamond Corporation 他１社 

- 4 -
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 （注） １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。 

３．「資金援助」欄の金額は上記子会社に対する貸付金であります。 

４．DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTDおよびDISCO HI-TEC EUROPE GmbHについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を 

  除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等 

４【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金 
または 
出資金 

主要な
事業の内容 

議決権の
所有割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼
任等有無 

資金援助
(百万円)

主たる営業
上の取引 

設備の
賃貸借 

業務
提携等

（連結子会社）                   

㈱テクニスコ 
東京都

品川区 
1,164 

百万円 

精密加工 

部品事業 
88.2 有 － なし 

備品の 

賃貸 
なし 

㈱ディスコ アブレイシブ 

システムズ 

東京都

品川区 

 490 

百万円 

産業用研削 

製品事業 
100.0 有 － なし 

建物・設

備・備品

の賃貸 

なし 

 ㈱ダイイチコンポーネンツ 
 東京都

大田区 

 20 

百万円 

精密加工 

システム事業
100.0 有 190

原材料およ

び商品仕入 

建物・設

備・備品

の賃貸 

 なし 

DISCO HI-TEC AMERICA,INC. 
アメリカ

合衆国 

1,000千 

米ドル 

精密加工 

システム事業
100.0 有 170 製品販売 なし なし 

DISCO HI-TEC 

(SINGAPORE) PTE LTD 
（注）２．４ 

シンガポ

ール国 

900千 

Sドル 

精密加工 

システム事業
100.0 有 － 製品販売 なし なし 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH 
（注）２．４ 

ドイツ国 
1,278千 

ユーロ 

精密加工 

システム事業
100.0 有 － 製品販売 なし なし 

DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD. 中国 
8,000千 

米ドル 

精密加工 

システム事業
100.0 有 － 製品販売 なし なし 

DISCO HI-TEC 

TAIWAN CO.,LTD. 
 台湾 

30,000千 

NTドル 

精密加工 

システム事業
100.0 有 200 製品販売 なし  なし 

DD Diamond Corporation  韓国 
6,000百万

ウォン   

産業用研削 

製品事業 
95.0 有 100 なし なし  なし 

その他７社                   

（持分法適用非連結子会社）                   

DHK Solution Corporation  韓国 
1,325百万

ウォン  

精密加工 

システム事業
47.1  有    －  製品販売 なし  なし 

DISCO HI-TEC 

(SINGAPORE) PTE LTD 

DISCO HI-TEC 

EUROPE GmbH 

（1）売上高        9,703百万円       10,134百万円 

（2）経常利益      1,306百万円      1,958百万円 

（3）当期純利益      1,058百万円      1,527百万円 

（4）純資産額       3,824百万円      3,039百万円 

（5）総資産額      6,389百万円      4,328百万円 
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(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時従業員数には、契約社員（嘱託、準社員およびパートタイマー等の臨時社員）を含み、人材会社からの

派遣社員は除いております。 

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

  

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時従業員数には、契約社員（嘱託、準社員およびパートタイマー等の臨時社員）を含み、人材会社からの

派遣社員は除いております。 

３．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

 当社では、現在労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

５【従業員の状況】

  平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人) 

精密加工システム事業 
 

〔  875〕 

2,153

精密加工部品事業 
 

 〔  17〕  

274

産業用研削製品事業 
 

〔   75〕 

81

全社（共通） 
 

〔   80〕 

237

合計 
 

〔 1,047〕 

2,745

  平成24年３月31日現在

従業員数(人) 平均年令(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

〔 918 〕 1,739  37.3  11.4  7,040,419

セグメントの名称 従業員数(人) 

精密加工システム事業 
 

〔 838〕 

1,502

全社（共通） 
 

〔  80〕 

237

合計 
 

  〔 918〕 

1,739
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（1）業績 

①業績全般について 

当連結会計年度（以下、当期）においては、為替の影響によって収益は目減りしたものの、売上高は過去３番目と

なる高い水準を維持しました。経費については事業環境に合わせたコントロールを行いつつ、研究開発活動を積極

的に実施しました。以上の結果、当期の業績は売上高892億41百万円（前期比10.5％減）、営業利益106億61百万円

（同33.0％減）、経常利益112億37百万円（同34.6％減）、純利益71億95百万円（同34.3％減）となりました。 
  

②連結各部門の概況について 

セグメントの業績は次のとおりです。 

（ィ）精密加工システム事業 

当事業は、主に半導体・電子部品メーカ向けに精密加工装置、精密加工ツール、サービス等の提供を行っ

ております。 

当期の精密加工装置の売上高は、前期と比べて減少したものの、精密切断装置を中心にスマートフォン関

連デバイス向けが堅調に推移しました。また、レーザソーはＬＥＤ向けが落ち込んだ一方で、Ｌｏｗ-Ｋ向

けなどが拡大しました。精密研削装置においては、アジア地域の一部メーカが積極的な設備投資を行った

ことから、主にＩＣ用途の薄化向けが底堅く推移しました。精密加工ツールの年間出荷数量は高い水準と

なりましたが、歴史的な円高などの影響もあり売上高は伸び悩みました。 

以上の結果、当期の業績は、売上高856億72百万円（前期比10.2％減）、セグメント利益142億37百万円

（同25.2％減）となりました。 
  

（ロ）精密加工部品事業 

当事業は、電子・光学・医療分野向けに金属・ガラス・シリコン等の精密加工部品の製造・販売を行って

おります。 

主力のガラス製品は、ビジネスプロジェクタ用など映像機器市場向けが前半は底堅く推移していました

が、昨年９月から海外顧客の在庫調整などの影響を受けて需要が大幅に落ち込みました。ヒートシンク製

品は、産業用レーザ機器用途が比較的堅調に推移したものの、通信機器用途は東日本大震災やタイ洪水な

どの影響により需要が減少しました。 

以上の結果、当期の業績は、売上高18億93百万円（同24.0％減）、セグメント損失３億20百万円（前期は

１億47百万円の利益）となりました。 

  
（ハ）産業用研削製品事業 

当事業は、土木・建築業界や製造業向けの産業用ダイヤモンド工具、自動車や電子部品向け一般砥石の製

造・販売を行っております。東日本大震災の発生以降、土木系の公共工事が減少したことにより、産業用

ダイヤモンド工具の需要が大幅に減少しました。 

以上の結果、当期の業績は、売上高16億76百万円（前期比7.1％減）、セグメント利益１億92百万円（同

22.0％減）となりました。 

  
（2）キャッシュ・フロー 

当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前期末から77億92百万円減少し、120億38百万円

となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリ

ー・キャッシュ・フローは、51億52百万円の資金支出となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの

状況と要因は次のとおりであります。  
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、61億70百万円となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純利益や減価償却

などの資金増加があった一方で、法人税等の支払いに伴う83億64百万円の資金支出などがありました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は113億23百万円となりました。これは主に精密加工ツール新棟やシンガポールオ

フィスの建設など、有形固定資産の取得に伴う支出78億99百万円によるものです。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で使用した資金は22億18百万円となりました。これは主に配当金の支払いに伴う資金支出があったことに

よるものです。 

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】
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（１）生産実績 

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）受注状況 

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）販売実績 

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同期比（％）

精密加工システム事業（百万円）  68,058  82.9

精密加工部品事業（百万円）  1,496  93.0

産業用研削製品事業（百万円）  1,068  109.4

合計（百万円）  70,623  83.4

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

精密加工システム事業  82,906  85.0  6,906  71.4

精密加工部品事業  1,890  80.3  313  99.3

産業用研削製品事業  1,649  92.7  55  68.1

合計  86,447  85.0  7,276  72.3

セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同期比（％）

精密加工システム事業（百万円）  85,672  89.8

精密加工部品事業（百万円）  1,893  76.0

産業用研削製品事業（百万円）  1,676  92.9

合計（百万円）  89,241  89.5
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①高度なKiru・Kezuru・Migaku技術の開発とＣＳ（Customer Satisfaction:お客さま満足度）の向上 

当社の社会的使命（ミッション）を果たすために、半導体・各種電子部品の技術革新を支える高度なKiru・

Kezuru・Migaku技術の継続的な開発が必要となります。そのために、継続的な開発投資を可能にする財務的・

経営的基盤作りに注力して取り組んでまいります。 

さらに、ＣＳ（お客さま満足度）の向上を図っていくため、お客さまのニーズに対し、アプリケーション技術

やサービスを含めたトータルソリューションを迅速に提供できるリソースの最適化および仕組みづくりを進め

てまいります。 

  

②ＢＣＭ（Business Continuity Management:事業継続管理）体制のさらなる強化 

「安心して取引できる会社」「安心して働ける会社」を目指し、事業継続管理体制の構築、維持に取り組んで

います。製造・研究および本社機能を、地震が多い日本に置いていることから、本社・Ｒ＆Ｄセンターおよび

工場に免震棟を導入しています。さらに、自然災害や火災、感染症の流行、システム障害などが現実となって

も事業を継続し、早期復旧するＢＣＰ(Business Continuity Plan)を策定し、全社的な対応計画を整備してい

ます。 重要製品の部材の備蓄、情報システムの二重化、従業員の訓練を継続的に行うことで、災害に強い企業

づくりをさらに進めます。東日本大震災の発生を受け、今後はサプライチェーン対策をさらに進め、何があっ

ても供給責任を果たすことができる体制づくりを強化していきます。 

  

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。  

  

①半導体市場等の変動による影響 

当社グループは世界中の半導体メーカや電子部品メーカ向けに製品を製造・販売しているため、お客さまの設

備投資動向や生産動向の影響を受けます。特に半導体は、需給のバランスによって変化する市場であり、半導

体メーカの業績はこうした動き、いわゆるシリコンサイクルの影響を受けます。そのためサイクルの下降局面

や予期せぬ市場変動によってお客さまが設備投資凍結や減産などを行った場合、当社グループの業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。  

  

②新技術の誕生による影響 

当社グループは主に半導体シリコンウェーハ加工用の半導体切断・研削装置や精密ダイヤモンド砥石を製造・

販売しております。今後、精密ダイヤモンド砥石に替わる加工技術が誕生した場合、当社グループの業績が影

響を受ける可能性があります。なお、当社グループは精密ダイヤモンド砥石では切断が難しい素材向けなど

に、レーザソーを製品化しております。 

  

③災害等の発生による影響 

当社グループは東京都大田区内に本社・Ｒ＆Ｄセンター、広島県及び長野県に生産拠点を有しております。当

社では、ＢＣＭ(Business Continuity Management:事業継続管理)の強化に努めていますが、今後それらの地区

に大規模な災害や新型インフルエンザなどが発生した場合、本社機能や製品生産に影響を与える可能性があり

ます。 

  

④為替の変動 

当社グループは国内で製品を製造し、世界中の半導体メーカ、電子部品メーカへ輸出しております。基本は円

建て取引ですが、地域、お客さまによっては米ドルなどの外貨建ての決済ニーズがあります。そのため、為替

変動は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑤その他 

上記に挙げたリスクに加え、世界及び各地域における経済情勢、自然災害、戦争・テロ、金融・資本市場、法

令や政府による規制、製品の欠陥、仕入先の供給体制、知的財産権などの影響を受けます。これらの諸要因に

より、場合によっては当社グループの業績が悪影響を受ける可能性があります。   

３【対処すべき課題】

４【事業等のリスク】
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当連結会計年度において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

当連結会計年度の研究開発費総額は93億31百万円となりました。 

当社グループの研究開発費用は、９割以上が主力事業の精密加工システム事業に関わる費用であり、主に半導体

や電子部品などの微細加工に使用される精密加工装置や精密加工ツール（消耗品）、アプリケーション技術の研

究開発を行っています。 

報告セグメントごとの研究開発費用は、精密加工システム事業は91億53百万円、精密加工部品事業は１億14百万

円、産業用研削製品事業は63百万円となりました。  

５【経営上の重要な契約等】

６【研究開発活動】
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(1) 財政状態の分析 

当連結会計年度末(以下、当期末)の総資産は前連結会計年度末（以下、前期末）と比べ34億50百万円減少

し、1,357億89百万円となりました。 

流動資産合計は前期末と比べ59億43百万円減少し、718億34百万円となりました。これは、法人税の支払い等

により現金及び預金が51億43百万円が減少したことによるものです。 

固定資産合計は前期末と比べ24億98百万円増加し、639億42百万円となりました。これは、既存設備の減価償

却が進んだ一方で、精密加工ツール新棟の竣工、シンガポールオフィスの建設および継続的な研究開発設備

への投資を行ったことによるものです。 

当期末の負債合計は前期末と比べ83億53百万円減少し、332億53百万円となりました。 

流動負債合計は前期末と比べ85億62百万円減少し、207億92百万円となりました。これは、支払手形及び買掛

金が28億28百万円減少したこと、また法人税の支払いにより未払法人税等が47億64百万円減少したことによ

るものです。 

固定負債合計は前期末と比べ２億９百万円増加し、124億60百万円となりました。これは、退職給付引当金が

４億66百万円増加した一方で、長期借入金が２億49百万円減少したことによるものです。 

当期末の純資産は前期末と比べ49億３百万円増加し、1,025億36百万円となりました。この結果自己資本比率

は74.5％（前期末比5.1ポイント増）となりました。 

  

(2) 経営成績の分析 

当連結会計年度(以下、当期)の当社グループの売上高は、前連結会計年度（以下、前期）の997億円から104

億58百万円減少して、892億41百万円となりました。 

売上原価は476億35百万円、売上総利益は416億６百万円となり、この結果売上総利益率は46.6％（前期比0.5

ポイント減）となりました。販売費及び一般管理費は、前期の310億９百万円から65百万円減少して、309億

44百万円となりました。 

営業利益は前期の159億15百万円から52億53百万円減少して、106億61百万円となりました。営業外収益は、

前期より８億88百万円減少して７億26百万円となりました。これは、為替差益２億８百万円等が増加した一

方で、工場建設に関わる広島県等からの助成金が減少したことによるものです。営業外費用は、前期より１

億89百万円減少して１億50百万円となりました。これは、減価償却費および為替差損が減少したことによる

ものです。 

当期の特別利益は、固定資産売却益17百万円等の影響により38百万円となりました。特別損失は、工場移転

費用73百万円および固定資産除売却損31百万円等の影響により１億73百万円となりました。 

上述の理由により、当期の税金等調整前当期純利益は前期の165億69百万円から54億66百万円減少して111億

２百万円となりました。 

税金等調整前当期純利益に対する法人税等の比率（実効税率）は35.4％と、前期に比べて1.2ポイントの負担

増となりました。これは、試験研究費の税額控除額の減少等によるものです。 

当期純利益は、前期の109億45百万円から37億50百万円減少して、71億95百万円となりました。１株当たり当

期純利益は、前期の325円59銭に対し、213円56銭となりました。希薄化後の潜在株式調整後の１株当たり当

期純利益は、前期の308円99銭に対し、202円99銭となりました。 

なお、業績等の概要、事業の種類別セグメントの業績については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概

要」をご参照ください。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

  

    (4) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第２ 事業の状況  ４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

  

    (5) 経営者の問題意識と今後の方針について 

「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載のとおりであります。 

  

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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当社グループは、Kiru・Kezuru・Migaku技術を中心に、環境保全に配慮した製品作りを前提にして、長期的に成

長が期待できる製品分野に重点を置いて、研究開発や生産能力増強並びに合理化、省力化などの投資を行ってお

ります。当連結会計年度の設備投資（有形固定資産および無形固定資産の受入ベース数値。金額には消費税等は

含まれておりません。）の内容は、次のとおりであります。 

  

精密加工システム事業では、設備投資額の大半が当社の設備投資（5,713百万円）であり、その主なものは広島事

業所呉工場の新棟建設および研究用資産取得であります。連結子会社の設備投資額の主なものは、生産設備の取

得等によるものであります。 

また、所要資金は、自己資金および転換社債によっております。 

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

セグメントの名称  当連結会計年度   前年同期比   

精密加工システム事業 7,688百万円   115.0％   

精密加工部品事業 523   187.9   

産業用研削製品事業 29   42.7   

計 8,241   117.1   

消去又は全社 207   75.1   

合計 8,448   115.6   
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当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

  

(2) 国内子会社 

  

(3) 在外子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定等の合計であります。なお、金額には消費

税等を含みません。 

２．現在休止中の主要な設備はありません。 

３．従業員数の〔 〕は、臨時従業員数を外書しております。 

４. 茅野工場の設備は、提出会社から国内子会社の株式会社ダイイチコンポーネンツに賃貸しているものであり

ます。 

２【主要な設備の状況】

  （平成24年３月31日現在）

事業所名 
（所在地） 

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び 

構築物 
機械装置 

及び運搬具

土地

(面積千㎡)
その他 合計 

呉工場 

(広島県呉市) 

精密加工システム

事業 

精密加工ツール並

びに研削工具生産

設備 

 3,783  688
 1,193

(17)
 792  6,457

 

〔431〕 

188

桑畑工場 

(広島県呉市) 

精密加工システム

事業 

精密加工装置・ 

精密部品生産設備 
 11,972  2,645

 1,426

(103)
 225  16,269

 

〔444〕 

422

長谷工場 

(広島県呉市) 

精密加工システム

事業 
精密部品生産設備  660  9

 412

(19)
 1  1,083

- 

〔-〕 

本社・Ｒ＆Ｄ 

センター 

(東京都大田区) 

精密加工システム

事業 

研究開発施設設備 

・販売業務設備 

・その他設備 

 9,302  1,599
 8,210

(11)
 2,248  21,361

 

〔37〕 

1,043

茅野工場 

(長野県茅野市) 

精密加工システム

事業 
電動機他生産設備  2,600  10

 208

(70)
 12  2,831

   - 

〔-〕 

  （平成24年３月31日現在）

会社名 
事業所名 
（所在地） 

セグメント
の名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び

構築物 
機械装置 

及び運搬具

土地

(面積千㎡)
その他 合計 

㈱テクニスコ 
虹村工場 

(広島県呉市)

精密加工 

部品事業 

精密加工部

品生産設備 
 55  215

 280

(6)
 34  586

 

〔13〕 

85

  （平成24年３月31日現在）

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び

構築物 
機械装置 

及び運搬具

土地

(面積千㎡)
その他 合計 

DISCO HI-TEC 

AMERICA,INC. 

本社  

(アメリカ 

合衆国) 

精密加工シ

ステム事業 
その他設備  93  191

 62

(2)
 9  356

 

〔1〕 

71

DISCO HI-TEC  

EUROPE GmbH 

本社  

(ドイツ国) 

精密加工シ

ステム事業 
その他設備  210  23

 187

(7)
 7  429

 

〔8〕 

61
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当社グループの設備投資については、景気予測、半導体業界や電子部品業界の動向、投資効率等を総合的に勘案

して策定しております。設備計画は原則的には連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当っては

連結会社各社と当社において調整を図っております。 

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。 

 （注）１.生産設備は、生産能力増強および合理化投資であります。 

   ２.主な目的は、事業継続の対応力強化および合理化投資であります。  

  

３【設備の新設、除却等の計画】

会社 
事業所名 

所在地 セグメントの名称 設備の内容

投資予定金額
資金調
達方法 

着手および 
完了予定年月 完成後

の増加
能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

当社  

広島事業所 

広島県 

呉 市 

精密加工システム 

事業 
生産設備他  1,906 －

自己資金 

および

転換社債 

平成24年 

４月  

平成25年

３月 
(注)１

当社 

本社Ｒ＆Ｄ 

センター  

東京都 

大田区 

精密加工システム 

事業  

研究開発設備・

情報関連設備他 
 4,011 －

自己資金 

および

転換社債 

平成24年 

４月  

平成25年

３月 
－ 

DISCO  

HI-TEC 

(SINGAPORE) 

PTE LTD 

シンガ 

ポール国 

精密加工システム 

事業  
事務所他  

  

2,000  1,086 自己資金 
平成23年 

４月  

平成24年

６月 
(注)２
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使 

（2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換を含む。）により発行された株式数は含まれ

ておりません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  72,000,000

計  72,000,000

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成24年３月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

 （平成24年６月26日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  34,004,418  34,004,418
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数 

100株 

計  34,004,418  34,004,418 － － 
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旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年６月24日定時株主総会決議及び平成16年７月27日取締役会決議 

 （注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

（２）【新株予約権等の状況】

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  107 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  10,700 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）         １株当たり    1（注） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月28日 

至 平成36年６月１日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格      1  

   資本組入額    1 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成35年７月27

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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② 平成16年６月24日定時株主総会決議及び平成16年10月21日取締役会決議 

 （注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）   434 432 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  43,400 43,200 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     １株当たり 4,730（注） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年10月30日 

至 平成24年10月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格   4,730  

   資本組入額 2,365 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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③ 平成17年６月24日定時株主総会決議及び平成17年７月21日取締役会決議 

 （注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  111 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  11,100 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）         １株当たり    1（注） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月22日 

至 平成37年７月21日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格      1  

   資本組入額    1 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成36年７月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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④ 平成17年６月24日定時株主総会決議及び平成17年10月26日取締役会決議 

 （注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）   961 959 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  96,100 95,900 

新株予約権の行使時の払込金額（円）         １株当たり 5,162（注） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月５日 

至 平成25年11月４日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

    発行価格   5,162  

   資本組入額 2,581 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成18年６月23日定時株主総会決議及び平成18年７月20日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

 ２.発行価格は、新株予約権の払込金額5,931円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

 なお、新株予約権の払込金額5,931円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。  

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  80 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  8,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月12日 

至 平成38年８月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

   発行価格   5,932 

   資本組入額 2,966 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成37年８月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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② 平成18年６月23日定時株主総会決議及び平成18年10月25日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

       ２.発行価格は、新株予約権の払込金額1,926円と行使時の払込金額7,616円を合算しております。 

なお、新株予約権の払込金額1,926円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。  

  ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１ 

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。     

  （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  228 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  22,800 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 7,616 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年11月10日 

至 平成26年11月９日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

      発行価格  9,542（注)２ 

      資本組入額 （注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、新株予約権の行使時において

も、当社の取締役、執行役員もし

くは従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の取締役

もしくは従業員（顧問、相談役を

含む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使す

ることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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③ 平成18年６月23日定時株主総会決議及び平成18年10月25日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２.当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は

行使時の払込金額と同額であります。  

３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものといたします。     

  （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  588 585 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  58,800 58,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 7,616 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年11月10日 

至 平成26年11月９日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  7,616（注)２ 

       資本組入額  （注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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④ 平成19年７月24日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

２.発行価格は、新株予約権の払込金額6,489円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

 なお、新株予約権の払込金額6,489円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  81 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  8,100 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年８月９日 

至 平成39年８月８日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

       発行価格   6,490 

       資本組入額 3,245 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成38年７月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑤ 平成19年10月25日取締役会決議 

（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

２. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,485円と行使時の払込金額7,327円を合算しております。 

なお、新株予約権の払込金額1,485円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

  （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

４. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権

（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「組織再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付する

ことといたします。  

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものと

いたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた

場合に限るものといたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  308  同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  30,800 同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 7,327 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年11月10日 

至 平成27年11月９日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  8,812（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、新株予約権の行使時において

も、当社の取締役、執行役員もし

くは従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の取締役

もしくは従業員（顧問、相談役を

含む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使す

ることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 （注）４  同左 
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⑥ 平成19年６月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議 

（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

２. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行

使時の払込金額と同額であります。 

３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

  （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

４. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸

収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日

および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権

（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「組織再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付する

ことといたします。 

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものと

いたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた

場合に限るものといたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  684 680  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  68,400  68,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 7,327 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年11月10日 

至 平成27年11月９日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格 7,327（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 （注）４  同左 
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⑦ 平成20年７月29日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

２.発行価格は、新株予約権の払込金額3,780円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

 なお、新株予約権の払込金額3,780円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  127 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  12,700 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月14日 

至 平成40年８月13日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

       発行価格   3,781 

       資本組入額 1,891 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成39年７月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑧ 平成20年10月28日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

     ２. 発行価格は、新株予約権の払込金額601円と行使時の払込金額2,583円を合算しております。 

なお、新株予約権の払込金額601円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

     ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

     項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

     これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  185 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  18,500 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 2,583 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年11月13日 

至 平成28年11月12日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

        発行価格  3,184（注)２ 

        資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、新株予約権の行使時において

も、当社の取締役、執行役員もし

くは従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の取締役

もしくは従業員（顧問、相談役を

含む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使す

ることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑨ 平成20年６月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。  

 ２. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は

行使時の払込金額と同額であります。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  590 576 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   59,000 57,600  

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 2,583 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年11月13日 

至 平成28年11月12日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  2,583（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑩ 平成21年７月22日取締役会決議 

 （注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

       ２.発行価格は、新株予約権の払込金額4,358円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

  なお、新株予約権の払込金額4,358円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  156 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  15,600 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年８月７日 

至 平成41年８月６日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

       発行価格   4,359 

       資本組入額 2,180 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成40年７月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑪ 平成21年10月29日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,589円と行使時の払込金額5,853円を合算しております。 

    なお、新株予約権の払込金額1,589円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  299 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  29,900 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 5,853 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成23年11月14日 

至 平成29年11月13日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

        発行価格  7,442（注)２ 

        資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、新株予約権の行使時において

も、当社の取締役、執行役員もし

くは従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の取締役

もしくは従業員（顧問、相談役を

含む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使す

ることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

 同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑫ 平成21年６月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は

行使時の払込金額と同額であります。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  710 704 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  71,000 70,400  

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 5,853 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成23年11月14日 

至 平成29年11月13日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  5,853（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑬ 平成22年７月21日取締役会決議 

（注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

      ２.発行価格は、新株予約権の払込金額4,693円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

 なお、新株予約権の払込金額4,693円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  112 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  11,200 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年８月６日 

至 平成42年８月５日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

       発行価格   4,694 

       資本組入額 2,347 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、退職慰労金に代えて、当社の

取締役を退任（再任された場合は

含まない。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成41年７月31

日より前に割当を受けた取締役が

当社の取締役の地位を退任しなか

った場合、その取締役は同日以降

行使期間満了日までの間、新株予

約権を行使することができる。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使で

きる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑭ 平成22年10月27日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,865円と行使時の払込金額5,220円を合算しております。 

    なお、新株予約権の払込金額1,865円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  354 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  35,400 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 5,220 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成24年11月12日 

至 平成30年11月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

        発行価格  7,085（注)２ 

        資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

は、新株予約権の行使時において

も、当社の取締役、執行役員もし

くは従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の取締役

もしくは従業員（顧問、相談役を

含む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

ある場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役が死亡

した場合は、その相続人は、死亡

時に未行使の新株予約権を行使す

ることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。 

 同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑮ 平成22年６月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は

行使時の払込金額と同額であります。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  809 805 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  80,900 80,500  

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 5,220 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成24年11月12日 

至 平成30年11月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  5,220（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑯ 平成23年７月26日取締役会決議 

（注）１.新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

      ２.発行価格は、新株予約権の払込金額3,585円と行使時の払込金額１円を合算しております。 

なお、新株予約権の払込金額3,585円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺さ

れます。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  196 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  19,600 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり １ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成23年８月11日 

至 平成43年８月10日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

       発行価格   3,586 

       資本組入額 1,793 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

または執行役員は、当社の取締役

または執行役員を退任（取締役ま

たは執行役員が再任された場合、

執行役員を退任して取締役に就任

した場合、取締役を退任して執行

役員に就任した場合のいずれも含

まない。）した後に限り、行使で

きる。ただし、平成42年７月31日

より前に割当を受けた取締役また

は執行役員が当社の取締役または

執行役員の地位を退任しなかった

場合、その取締役または執行役員

は同日以降行使期間満了日までの

間、新株予約権を行使することが

できる。 

また、割当を受けた取締役または

執行役員が死亡した場合は、その

相続人は、死亡時に未行使の新株

予約権を行使することができる。 

（退職慰労金制度は平成16年に廃

止。） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑰ 平成23年10月27日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,245円と行使時の払込金額4,213円を合算しております。 

    なお、新株予約権の払込金額1,245円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺

されます。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  698 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  69,800 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 4,213 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成25年11月12日 

至 平成31年11月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

        発行価格  5,458（注)２ 

        資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた取締役

または執行役員は、新株予約権の

行使時においても、当社の取締

役、執行役員もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）または当社

子会社の取締役もしくは従業員

（顧問、相談役を含む。）の地位

にあることを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退職その

他正当な理由があるものと認める

場合はこの限りでない。 

また、割当を受けた取締役または

執行役員が死亡した場合は、その

相続人は、死亡時に未行使の新株

予約権を行使することができる。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

 同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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⑱ 平成23年６月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議 

 （注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。   

 ２. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は

行使時の払込金額と同額であります。 

 ３.（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げるものといたします。 

    （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権の数（個）  744 740 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  74,400 74,000  

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）１ 
１株当たり 4,213 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成25年11月12日 

至 平成31年11月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

       発行価格  4,213（注)２ 

       資本組入額（注)３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、

新株予約権の行使時においても、

当社の取締役、執行役員もしくは

従業員（顧問、相談役を含む。）

または当社子会社の取締役もしく

は 従 業 員（顧 問、相 談 役 を 含

む。）の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由が

あるものと認める場合はこの限り

でない。 

また、割当を受けた者が死亡した

場合は、その相続人は、死亡時に

未行使の新株予約権を行使するこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡には、当社の取

締役会の承認を要する。 

質入その他の処分は認めないもの

とする。  

同左 

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －  －
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会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。  

2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 平成21年11月26日取締役会決議 

（注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を 

     （注）２．記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金

による調整は行いません。 

 ２．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を 

発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算

式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く）の総数をいいます。 

  

   また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その他一

定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。 

 ３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を

生じる場合はその端数を切り上げた額とします。 

 ４．該当事項はありません。ただし、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資す

るものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。 

  
事業年度末現在

（平成24年３月31日） 
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日） 

新株予約権付社債の残高（百万円）  10,000 同左 

新株予約権の数（個）  

2,000個および代替新株予約権付社

債券に係る本社債の額面金額合計

額を500万円で除した個数の合計数 

同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)   －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 同左  

新株予約権の目的となる株式の数（株）          （注）１ 1,636,393 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）          （注）２  6,111 同左 

新株予約権の行使期間 

自 平成22年１月４日 

至 平成26年12月２日 

（行使請求受付場所現地時間） 

同左  

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 
（注）３ 同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使はでき

ない。 
同左  

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権は、転換社債型新株

予約権付社債に付されたものであ

り、本社債からの分離譲渡はでき

ない。 

同左 

代用払込みに関する事項 （注）４ 同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
（注）５ 同左 

  

調 整 後 

転換価額 

  

＝ 

  

調 整 前 

転換価額 

 

× 

既発行 

株式数 
＋ 

発行又は処分株式数 × １株当たりの払込金額 

          時 価 

既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数 
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５．(イ) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株予約権付社債の要

項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新

たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。ただし、かかる承継および交付につ

いては、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されてい

るかまたは構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合

理な（当社がこれを判断する。）費用（租税を含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であ

ることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日に

おいて日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(イ)に記載の当社の努力義務は、

承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であるこ

とを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付する場合、適用されません。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および／または本新株

予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。 

    (ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。 

     ① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数 

と同一の数とします。 

     ② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とします。 

     ③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)または(ⅱ)に従い

ます。 

なお、転換価額は上記（注）２．と同様の調整に服します。 

(ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行

使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普

通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領

できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券また

はその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除

して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。 

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場

合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直

後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。 

     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。 

     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日（場合によりその14日後以内の日）から、本新株予約権の行使期間の満

了日までとします。 

     ⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。 

     ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条第１項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計

算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 

     ⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行いま

す。 

     ⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いませ

ん。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものとします。 

    (ハ) 当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受けまたは承継させる場

合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に

従います。 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（注）１．新株予約権の行使による増加（平成19年４月1日～平成20年３月31日） 

２．新株予約権の行使による増加（平成20年４月1日～平成21年３月31日） 

  

 （注）自己株式306,896株は、「個人その他」に3,068単元、「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しておりま

す。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金
増減額 

（百万円） 

資本金
残高 

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成20年３月31日 

（注）１ 
 12  33,995  32  14,517  32  15,599

平成21年３月31日 

（注）２ 
 9  34,004  0  14,517  -  15,599

平成22年３月31日  -  34,004  -  14,517  -  15,599

平成23年３月31日  -  34,004  -  14,517  -  15,599

平成24年３月31日  -  34,004  -  14,517  -  15,599

（６）【所有者別状況】

  平成24年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満 

株式の状況

（株） 
政府及び地

方公共団体
金融機関 

金融商品 

取引業者 
その他の 

法人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） －  49 34 126 207 17  12,960 13,393 －

所有株式数（単元） －  72,506 2,476 84,614 94,346 196  85,252 339,390 65,418

所有株式数の割合

（％） 
－  21.36 0.73 24.93 27.80 0.06  25.12 100 －
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 （注）上記の大株主のうち、信託銀行３行の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。 

  

（７）【大株主の状況】

  平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ダイイチ企業 東京都港区白金４－10－22  1,998  5.88

株式会社ダイイチホールディングス 東京都港区高輪１－23－23-3502  1,998  5.88

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－３  1,783  5.24

株式会社ＯｃｔａｇｏｎＬａｂ 広島県広島市中区袋町８－８  1,704  5.01

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11  1,537  4.52

ＴＡＩＹＯ ＦＵＮＤ， Ｌ．Ｐ． 

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 

40 RAGSDALE DRIVE, SUITE 200 

MONTEREY, CA 93940 US 

(東京都品川区東品川２－３－14) 

 1,333  3.92

株式会社オレンジコーラル 東京都港区白金４－10－22  1,146  3.37

８１８５１７ノムラルクスマルチカレン

シジエイピストクリド 

(常任代理人 株式会社三井住友銀行) 

BATIMENT A - 33 RUE DE GASPERICH, 

L-5826 HESPERANGE, LUXEMBOURG 

(東京都千代田区大手町１－２－３) 

 1,031  3.03

関家 臣二 神奈川県三浦郡  1,000  2.94

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海１－８－11  830  2.44

計 －  14,362  42.24
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

（８）【議決権の状況】

  平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      306,800 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   33,632,200  336,322 － 

単元未満株式 普通株式        65,418 － － 

発行済株式総数  34,004,418 － － 

総株主の議決権 －  336,322 － 

  平成24年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合 

（％） 

株式会社ディスコ 
東京都大田区大森北

二丁目13番11号 
   306,800  －  306,800  0.90

計 －  306,800  －  306,800  0.90
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当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権

を発行する方法によるものであります。 

当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

  

(平成16年６月24日定時株主総会決議) 

①旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年６

月24日の定時株主総会において決議されたものであります。 

  

②旧商法に基づき、当社ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを、平成16年６月24日の定時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

       新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができ

る新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

  
       上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものと

いたします。 

（９）【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ９ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社    取締役 ９ 

当社    従業員 275 

当社子会社 取締役 １  

当社子会社 従業員 32 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上（注） 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成17年６月24日定時株主総会決議) 

①旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年６

月24日の定時株主総会において決議されたものであります。 

  
②旧商法に基づき、当社ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予

約権を発行することを、平成17年６月24日の定時株主総会において決議されたものであります。 

（注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ 

   り生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除

く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新

株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたしま

す。 

決議年月日 平成17年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ８ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  同上 

新株予約権の行使期間  同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成17年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社    取締役 ８ 

当社    従業員 326 

当社子会社 取締役 １ 

当社子会社 従業員 35 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上（注） 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
 × 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成18年６月23日定時株主総会決議) 

①会社法に基づき、当社取締役に対して２種類の新株予約権を発行することを、平成18年６月23日の定時株

主総会において決議されたものであります。 

 〔新株予約権（１）〕 

  

 〔新株予約権（２）〕  

 （注）１．オプション評価理論に基づき算出される新株予約権の発行時点における新株予約権のオプション価値に、１

会計年度に発行される新株予約権の個数を乗じた額と上記「新株予約権（２）」における新株予約権の発行

価額の総額は、160百万円とし、その総額を超えない株式の数を上限といたします。        

 ２．オプション評価理論に基づき算出される新株予約権の発行時点における新株予約権のオプション価値に、１

会計年度に発行される新株予約権の個数を乗じた額と上記「新株予約権（１）」における新株予約権の発行

価額の総額は、160百万円とし、その総額を超えない株式の数を上限といたします。 

決議年月日 平成18年６月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注) １ 

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成18年６月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注) ２ 

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －
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②会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって

新株予約権を発行することを、平成18年６月23日の定時株主総会において決議されたものであります。 

  （注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

  

  

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（本新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得すること

ができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

  

  

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切

なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。 

決議年月日 平成18年６月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社    従業員 326 

当社子会社 取締役 １ 

当社子会社 従業員 32 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成19年７月24日取締役会決議) 

会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年７月24日の取締役会において

決議されたものであります。  

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  

(平成19年10月25日取締役会決議) 

会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年10月25日の取締役会において

決議されたものであります。   

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

決議年月日 平成19年７月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成19年10月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 
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(平成19年６月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議) 

会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって

新株予約権を発行することを、平成19年６月22日の定時株主総会において決議されたものであります。 

 (注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することが

できる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切な

ときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。 

決議年月日 平成19年６月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社    従業員 350 

当社子会社 取締役 １ 

当社子会社 従業員 39 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成20年７月29日取締役会決議) 

会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成20年７月29日の取締役会において

決議されたものであります。   

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  

(平成20年10月28日取締役会決議) 

会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成20年10月28日の取締役会において

決議されたものであります。  

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

決議年月日 平成20年７月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成20年10月28日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ７ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －
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(平成20年６月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを、平成20年６月24日の定時株主総会において決議されたものであります。  

 (注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することが

できる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切

なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。 

決議年月日 平成20年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社    従業員 377 

当社子会社 取締役 １ 

当社子会社 従業員 42 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成21年７月22日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成21年７月22日の取締役会において決

議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  

(平成21年10月29日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成21年10月29日の取締役会において決

議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

決議年月日 平成21年７月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ５ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成21年10月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ５ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －
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(平成21年６月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社（当社孫会社を含む。）の取締役及び従業員に対して、特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年６月23日の定時株主総会において決議されたも

のであります。 

 (注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することが

できる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切

なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。 

決議年月日 平成21年６月23日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社               従業員 380 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 取締役 ２ 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 従業員 44 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成22年７月21日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年７月21日の取締役会において決

議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  

(平成22年10月27日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年10月27日の取締役会において決

議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

決議年月日 平成22年７月21日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ５ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成22年10月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社 取締役 ５ 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －
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(平成22年６月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社（当社孫会社を含む。）の取締役及び従業員に対して、特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年６月25日の定時株主総会において決議されたも

のであります。 

 (注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することが

できる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切

なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。  

決議年月日 平成22年６月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社               従業員 412 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 取締役 ２ 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 従業員 48 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(平成23年７月26日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年７月26日の

取締役会において決議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  
(平成23年10月27日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年10月27日の

取締役会において決議されたものであります。 

 （注）１会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の

総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。 

  

決議年月日 平成23年７月26日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社 取締役  ５ 

当社 執行役員 ５  

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

決議年月日 平成23年10月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社 取締役  ４ 

当社 執行役員 ５  

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －
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(平成23年６月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議) 

 会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社（当社孫会社を含む。）の取締役及び従業員に対して、特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年６月24日の定時株主総会において決議されたも

のであります。  

 (注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く）もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することが

できる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるも

のといたします。 

 新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切

なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。  

  

決議年月日 平成23年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社               従業員 426 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 取締役 ２ 

当社子会社（当社孫会社を含む。） 従業員 49 

新株予約権の目的となる株式の種類  「(２)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 (注)  

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調 整 後 

行使価額 
 ＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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【株式の種類等】 会社法第155条第７号および第13号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

会社法第155条第７号による普通株式の取得 

 （注）当期間における取得自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。 

  

会社法第155条第13号による普通株式の取得 

 （注）吸収分割に関する会社法第797条第１項に基づく、反対株主からの買取請求によるものです。 

  

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当事業年度は、新株予約権の権利行使により交付した株式（株式数 14,700株、処分価額の総額 39,425,400円）

であります。 

      また、当期間は、新株予約権の権利行使により交付した株式であります。当期間における保有自己株式数は平成

24年４月１日から平成24年５月31日までを集計したものであり、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出

日までの新株予約権の権利行使により交付した株式、単元未満株式の買増し請求による売渡し株式および単元未

満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

２【自己株式の取得等の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

 当事業年度における取得自己株式  50  231,500

 当期間における取得自己株式  100  478,500

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

 当事業年度における取得自己株式  －  －

 当期間における取得自己株式  50  226,400

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式  －  －  －  －

消却の処分を行った取得自己株式  －  －  －  －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
 －  －  －  －

その他（注）  14,700  39,425,400  1,000  2,682,000

保有自己株式数  306,896  －  306,046  －
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当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当金を支払うことができる。」旨を定

款に定めており、期末配当金と併せて年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰

余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会であります。 

当社は、株主の皆様への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、平成18年２月17日開催の取締役会において

配当政策を業績連動型に改めました。 

また、平成23年２月23日開催の取締役会において業績をリアルタイムに反映するため、配当政策を「連結半期純

利益の20％」に変更し、平成24年３月期中間配当金より適用いたしました。 

さらに、平成24年５月10日開催の取締役会において、より積極的な利益還元を行うため、配当政策を「連結半期

純利益の25％」に引き上げ、平成24年３月期期末配当金より適用いたします。（平成25年３月期より中間配当金

は上半期（４～９月期）連結純利益の25％、期末配当金は下半期（10～３月期）連結純利益の25％となりま

す。）   

ただし、利益水準にかかわらず、安定配当として半期10円の配当金を維持いたします。これにより年間の最低配

当は20円となります。 

また、期末時点で、赤字の場合を除き、配当および法人税等支払い後の現預金残高が技術資源購入資金（技術特

許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金等の予定必要資金額を超過した場合

は、超過金額の３分の１を目処に配当として上乗せいたします。なお、３期連続で連結純利益が赤字になる場合

は、上記安定配当の20円を見直しする可能性があります。 

  

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

３【配当政策】

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成23年11月８日 

 取締役会決議 
 977  29

 平成24年６月26日 

 定時株主総会決議 
 640  19

４【株価の推移】

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高（円）  7,740  5,570  6,190  6,800  5,990

最低（円）  3,820  1,470  2,460  4,155  3,275

月別 平成23年10月 平成23年11月 平成23年12月 平成24年１月 平成24年２月 平成24年３月

最高（円）  4,385  4,355  4,385  4,520  4,620  4,840

最低（円）  3,350  3,585  3,915  3,925  3,920  4,145
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有

株式数 
（千株）

代表取締役

会長 
  溝呂木 斉 昭和14年２月20日生

昭和37年４月 横浜ゴム株式会社入社 

昭和58年２月 同社退社 

昭和58年３月 当社入社 

  当社営業企画部長 

昭和59年４月 当社取締役 

平成元年６月 当社常務取締役 

平成５年７月 当社専務取締役ＰＳ事業部長 

平成５年11月 DISCO HI-TEC 

  (SINGAPORE)PTE LTD代表取締役

社長 

  DISCO HI-TEC EUROPE GmbH 

代表取締役社長 

平成９年５月 株式会社ディスコ エンジニアリ

ング サービス代表取締役社長 

平成10年７月 当社代表取締役副社長 

  当社ＰＳカンパニープレジデント 

平成13年６月 当社代表取締役社長 

  DISCO TECHNOLOGY 

  (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 

会長 

平成14年７月 DISCO HI-TEC AMERICA,INC.  

  代表取締役会長 

 平成18年６月 株式会社ディスコ アブレイシブ 

システムズ代表取締役社長 

平成21年４月 当社代表取締役会長（現任） 

（注）３  12

代表取締役

社長 

技術開発本部長 

アプリケーショ

ン開発部長  

関家 一馬 昭和41年２月14日生

平成元年７月 当社入社 

平成６年４月 当社ＰＳ事業部 

  技術開発部長 

平成７年６月 当社取締役 

  当社ＰＳ事業部副事業部長 

平成10年７月 当社ＰＳカンパニーバイスプレジ

デント 

平成11年４月 当社ＰＳカンパニーバイスプレジ

デント精密機械担当 

平成14年２月 当社ＰＳカンパニー東京購買部長 

平成14年７月 当社常務取締役 

平成15年４月 当社ＰＳカンパニープレジデント 

平成18年８月 株式会社ダイイチコンポーネンツ

代表取締役社長（現任） 

平成19年６月 株式会社ディスコ アブレイシブ 

システムズ代表取締役社長 

（現任） 

平成19年８月 DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.  

董事長 

平成21年４月 当社代表取締役社長兼技術開発

本部長（現任） 

平成23年８月 当社技術開発本部アプリケーシ

ョン開発部長（現任） 

平成24年２月 当社アジア営業本部長 

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.  

董事長（現任） 

（注）３  608
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有

株式数 
（千株）

常務取締役 

広島事業所長 
広島総務部長 

環境マネジメ

ント室長  

関家 英之 昭和27年１月12日生

昭和49年４月 株式会社第一製砥所（現株式会社

ディスコ）入社 

昭和59年４月 当社総務部次長 

昭和60年４月 当社取締役 

昭和62年12月 当社大阪支店長 

平成４年10月 当社広島事業所副所長 

  当社広島総務部長 

  当社ＰＳ事業部精機製造部長 

平成６年４月 当社ＡＳ事業部長 

平成10年７月 当社ＡＳカンパニープレジデント 

平成11年４月 当社広島事業所副事業所長 

平成11年７月 当社広島総務部長（現任） 

平成14年６月 当社広島事業所長（現任） 

平成19年１月

平成22年12月

  

平成23年６月

当社安全設備部長 

当社環境マネジメント室長  

（現任） 

当社常務取締役（現任） 

（注）３  294

常務取締役 
サポート本部長 

人財部長  
田村 隆夫 昭和30年９月16日生

昭和52年４月 当社入社 

平成６年２月 当社管理本部経営管理部長 

平成７年６月 当社取締役 

  当社経営サポート本部副本部長 

  当社経営サポート本部経営情報

部長 

平成９年７月 当社サポート本部長代行 

  当社サポート本部総務部長 

平成11年４月 当社サポート本部長（現任） 

平成12年４月 当社サポート本部経営情報部長 

平成14年８月 当社サポート本部経理部長 

平成19年７月 株式会社ＫＫＭインベストメン

ト代表取締役（現任） 

平成21年４月

平成23年６月

当社サポート本部経理部長 

当社常務取締役（現任）  

平成23年９月 当社サポート本部人財部長（現

任） 

（注）３  2

取締役   関家 圭三 昭和40年３月21日生

平成元年７月 当社入社 

平成６年４月 当社ＡＳ事業部業務部長 

平成７年６月 当社取締役 

  当社ＡＳ事業部副事業部長 

平成10年７月 当社ＡＳカンパニーバイスプレ

ジデント 

平成11年４月 当社ＰＳカンパニーバイスプレ

ジデント精密ダイヤ担当 

平成12年８月 当社ＰＳカンパニー精密ダイヤ

企画部長 

平成13年６月 当社ＰＳカンパニー業務部長 

平成14年７月 当社常務取締役 

平成15年４月 当社経営企画本部長 

平成17年６月 当社経営企画本部長兼ＩＲ室 

担当 

平成21年４月

平成22年３月

  

平成23年６月

株式会社テクニスコ代表取締役

社長（現任） 

TECNISCO (SuZhou) Co.,Ltd. 

董事長（現任） 

当社取締役（現任） 

（注）３  794
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（注）１．監査役４名全員は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 ２. 平成21年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

 ３. 平成23年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

 ４. 平成23年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有

株式数 
（千株）

常勤監査役   巳亦 力 昭和19年６月14日生

昭和38年４月 株式会社日立製作所入社 

平成元年２月 日立東京エレクトロニクス株式会

社出向 

平成５年２月 同社入社 

平成11年２月 同社退社 

平成11年３月 株式会社新川入社 

平成13年６月 同社取締役 

平成16年６月 同社常務取締役 

平成20年６月 同社常務取締役退任 

平成20年６月 同社顧問 

平成21年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）２  －

常勤監査役   髙栁 忠雄 昭和27年３月28日生

昭和49年４月 株式会社三和銀行（現株式会社 

三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

平成17年７月 同行退社 

平成17年７月 株式会社錢高組執行役員営業部長 

平成19年３月 同社退社 

平成19年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）４  －

監査役   黒沼 忠彦 昭和19年２月28日生

昭和43年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

平成９年３月 同行退社 

平成９年３月 日本レーシングリース株式会社

取締役 

平成10年10月 同社常務取締役 

平成16年２月 同社特別参与 

平成19年３月 同社非常勤参与 

平成19年６月 当社監査役（現任） 

（注）４  －

監査役   田辺 邦子 昭和20年４月１日生

昭和48年４月 弁護士登録 

昭和57年２月 田辺総合法律事務所入所 パート

ナー就任（現任） 

平成15年６月 大同メタル工業株式会社監査役 

（現任） 

平成23年６月 当社監査役（現任） 

（注）４  －

計  1,711
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※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

株主の他、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダーにとって納得性の高い経営を実現することがコー

ポレート・ガバナンスに対する当社の基本的な考えです。そしてこの納得性の高い経営を実現していくために、

当社、特に経営者は「ディスコの社会的地位の向上」及び「ステークホルダーとの最良の価値交換の実現」を追

究し続ける必要があると考えております。 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

(イ) 会社の機関の基本説明 

当社は、監査役設置型ガバナンス形態を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会およ

び監査役会を設置しております。社外取締役はおりませんが、当社監査役４名（有価証券報告書提出日現

在）全員が社外監査役であり、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく監査の公平性や中立性を

維持する体制を十分整えております。 

(ロ) 会社の機関、主な会議体等の内容 

 取締役会は、機動的な経営判断ができるよう５名という少人数で構成しており、重要な業務執行および法

定事項について決定するとともに業務執行の監督を行っています。取締役会は毎月１回定期開催するほ

か、必要に応じて随時開催しております。 

また、重要な事項を審議する会議体として、取締役会で選定された取締役および常勤監査役で構成する

「経営会議」を設けており、取締役会に提案したり、社長の意思決定を支援しています。 

さらに、取締役は、毎月幹部社員全員が参加する「幹部会」に出席し、事業の状況把握と情報共有化を図

っています。 

監査役会は、全員が社外監査役の４名で構成されております。期初に監査方針、監査計画、役割分担を決

め、各監査役はそれに従って取締役会、経営会議、幹部会、子会社四半期会議等の重要会議に出席するな

ど、取締役の職務執行の監査を行っております。監査役会は原則として毎月１回定期開催するほか、必要

に応じて随時開催しております。  

(ハ) 現状のガバナンス体制を採用している理由 

 当社は、1995年(平成７年)からスタートし現在も継続している外部の研究機関との共同研究により、当社

が進むべき方向や企業としてのあるべき姿を体系的に示すものとして、企業としての価値観である

「DISCO VALUES」を制定し、経営者から一般社員まで構成員全員が日々の経営、事業活動にこの「DISCO 

VALUES」の内容を確実に反映させることにより、透明性、公正性の高い企業を築くことを目指していま

す。 

取締役による経営活動、事業推進も「DISCO VALUES」の内容を遵守、反映したものであることを必須とし

ており、これに反する恣意的、独断的な経営判断や不正・不当な業務執行などが行われることのないよ

う、取締役相互間、取締役と監査役との間で充分な監視を行っており、透明性、公正性の高い経営判断プ

ロセスを確立しています。 

 当社の監査役は全員が社外監査役です。社外での知識、経験を存分に活かすとともに、DISCO VALUES に

係る外部の研究機関との共同研究の場にもオブザーバーとして参加しています。監査役による監査は、法

令、定款等に基づくことはもとより、「DISCO VALUES」に基づく観点からも取締役による経営活動、事業

推進をチェックしています。 

以上のとおり、DISCO VALUESの理解・浸透と社外監査役体制によって、社外取締役がいなくても透明性の

高い経営を担保、実現する体制を構築しています。 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
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(ニ) ガバナンス相関図 

 会社の機関、会議体等におけるガバナンスの関係は次図のとおりです。  

  
② 監査役監査、内部監査の状況 

(イ) 監査役監査及び内部監査の状況 

  会計監査人とは定期的に年３回、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、

内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っ

ております。 

  当社監査役４名全員が社外監査役であり、社外の視点をとり入れることにより取締役会に緊張感が生まれ、

社外の者でも理解できる説明が必要とされるため、経営判断のプロセスの透明性がより高まるものと考えて

おります。 

監査役１名につきましては、当社の事業領域における長年の経験に基づく知見があると総合的に判断してお

ります。 

  監査役２名につきましては、金融関係の業務に長年携わってきた識見と経験から財務・会計に関する知見が

あると総合的に判断しております。 

  監査役１名につきましては、弁護士として専門的な知識と経験を有しており、経営執行等の適法性について

客観的・中立的な監査ができると判断しております。 

内部監査室やその他部門の社員に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該

事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、幹部社員等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を

整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社

に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた

監査役会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。  

(ロ) 会計監査の状況 

  会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、年３回の四半期と本決算の監査時以外にも、監査

法人の求めに応じて随時、必要なデータを提出しております。監査業務を執行した公認会計士は、磯貝 和

敏、富永 淳浩の両氏で、監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他８名です。 

③ 社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係 

当社に社外取締役はおりませんが、当社監査役４名（有価証券報告書提出日現在）全員が社外監査役でありま

す。いずれの社外監査役とも当社との間には特別な利害関係はありません。 

監査役の職責は、独立の立場で取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全な成長を確保し、社会

的信頼に応える良質なコーポレート・ガバナンス体制の確立に努めることであると考えております。 

社外監査役の選任に際しては、社外の経験や見識に基づいた客観的な視点で監査ができる人物であることを重

視しております。独立性に関しては、取引先出身者の場合、取引先を離れて相応の期間が経過している人物を

選任しております。また、主要な取引先の業務執行者は選任しておりません。 

常勤監査役の巳亦 力氏は、昭和38年４月に株式会社日立製作所に入社、平成５年２月に退職いたしました。 

平成５年２月に日立東京エレクトロニクス株式会社に入社、平成11年２月に退職いたしました。平成11年３月

に株式会社新川に入社、平成21年６月に退職いたしました。平成21年６月より当社の常勤監査役（社外監査

役）に就任しております。現職は当社のみであります。なお、株式会社日立製作所は当社の取引先であります

が、主要な取引先ではないことから、実質上一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 
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常勤監査役の髙栁 忠雄氏は、昭和49年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）に入

行、平成17年７月に退職いたしました。平成17年７月に株式会社錢高組に入社、平成19年３月に退職いたしま

した。平成19年６月より当社の常勤監査役（社外監査役）に就任しております。現職は当社のみであります。

なお、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は当社の取引金融機関でありますが、主要な取引先ではないことから、実

質上一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 

非常勤監査役の黒沼 忠彦氏は、昭和43年４月に旧株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）に入

行、平成９年３月に退職いたしました。平成９年３月に日本レーシングリース株式会社の取締役に就任、平成

19年３月に退職いたしました。平成19年６月より当社の監査役（社外監査役）に就任しております。現職は当

社のみであります。 

なお、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は当社の取引金融機関でありますが、主要な取引先ではないことから、実

質上一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 

非常勤監査役の田辺 邦子氏は、昭和48年４月に弁護士登録、昭和57年２月に田辺総合法律事務所に入所し、

パートナーに就任いたしました。平成23年６月に当社の監査役（社外監査役）に就任いたしました。なお、同

氏は、大同メタル工業株式会社の現任の社外監査役（平成15年６月就任）ですが、当社と大同メタル工業株式

会社とは取引および利害関係はありません。 

また、同氏が所属する法律事務所と当社との間で顧問契約を締結しておりますが、同法律事務所の売上に比し

て、当社が支払っている弁護士報酬は少額であり、かつ、同氏は当該顧問契約に含まれず、当社からの受任案

件は一切関与しないことから、実質上一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 

④ リスク管理体制の整備の状況 

当社は企業経営として、効率的な事業運営を行う「事業経営」と、それを支える企業文化や価値観を絶えず共

有し続けるための「組織経営」があると考えております。企業として効率性を追求することは非常に重要です

が、短期的な業績の追求が行き過ぎることによって様々な弊害が生じます。また、企業不祥事や事故発生の背

景には、企業文化に問題があるケースが多いと言われています。 

当社では「企業文化の良質化」を目的とする全社的プロジェクトＤＦＰ（ディスコ・フューチャー・プロジェ

クト）に1995年(平成７年)から外部の専門家を加え「経営の主要業務」として継続的に取り組んでおります。

「DISCO VALUES」と呼ぶ価値観の体系を構築し、経営者から一般従業員にいたるまで、良質な企業文化の構

築・浸透に力を注いでおります。 

リスク管理活動を統轄する組織として代表取締役社長を委員長とした「全社リスクマネジメント委員会」を設

置しています。各部門は、年度方針に基づき、平時からリスクの顕在化の未然防止策の継続的見直しや改善を

行っています。 

⑤ 倫理体制、内部通報制度 

当社では、「DISCO VALUES」の中に示された当社の目指すもの、在り方に関する本質的な理解、浸透を進める

とともに、これに沿わないものや反するものを確実に回避するため、倫理的分野のより具体的な規範を「倫理

規程」として定めております。また、その確実な浸透を実現するため、重要な経営方針の一つとして、構成員

全員が倫理を意識した行動を日常的に実践できるレベルの達成を目指しております。 

当社では、遵法経営確立のため内部通報制度を策定し、法令上のみならず「DISCO VALUES」に対して疑義のあ

る行為等について、直接それを報告・告発できる手段として倫理調査委員会（社外弁護士事務所で構成）や法

務部門等を窓口とするホットラインを設けるとともに、報告等がなされた場合の内容調査、再発防止策の策

定・実施、社内教育等を行っております。 

⑥ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(イ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は、いかなる反社会的勢力とも関係を持たず、取締役・社員など構成員全員は、反社会的勢力の利用、

あるいは反社会的勢力への資金の提供や協力、加担などの一切の関わりを持たない。 

(ロ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況 

 (a) 反社会的勢力との関係遮断の明文化 

  倫理的な分野におけるルールを規定した「倫理規程」を策定し、その中に反社会的勢力との関係を遮断する

ことを明記している。 

 (b) 社内体制の整備状況 

 (ⅰ) 当社の企業倫理への取り組みは、「倫理規程」全文を当社のホームページに公開し、法令を遵守し、非道

徳的と考えられている事柄は絶対に行わないという強い意志のもとに、組織全体で実践していることを示

している。 

  (ⅱ) 取締役・社員など構成員全員が倫理的な行動が実践されているかを確認するためのサポートシステムを構

築し、また、企業倫理向上に向けた提案の受付のために、相談・報告の窓口を設置している。 

  (ⅲ) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応統括部署は総務部であり、その責任者を総務部長とし

ている。 

  (ⅳ) 総務部は、不当要求防止責任者連絡協議会および特殊暴力対策協議会などの外部の専門機関と緊密な連携

関係を構築し、反社会的勢力排除活動に積極的に参加している。 

また、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取り

組みを支援する。 
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⑦ 役員報酬の内容 

(イ) 報酬等の額またはその算定方法にかかる決定に関する方針の内容および決定方法 

 (a) 報酬の方針の内容 

 (ⅰ) 報酬の目的（報酬哲学） 

    当社では、報酬哲学として次の報酬原則を定めています。  

    ・株主価値向上を促進すると共に、取締役が株主との利益を共有する報酬制度であること 

    ・ディスコの事業戦略上の業績目標の達成を動機づける報酬制度であること 

    ・競争力ある報酬水準を提供することにより、当社の価値観DISCO VALUESを共有し、企業の成長に貢献す

       る優秀な人材が共に働いていきたいと思う報酬水準であること 

    ・報酬制度の決定プロセスは、客観性・透明性の高いものであること  

 (ⅱ) 報酬水準 

   報酬水準については、目的の３つ目にあるとおり、同輩企業（半導体製造装置メーカ、半導体・電子部品

メーカ）と比較して「競争力ある、遜色のない水準」を目指しています。具体的には、外資系大手コンサ

ルティング会社が毎年行う経営者報酬データベースに参加して、同輩企業群の役位別報酬の中位値程度を

目安として決定しています。 

 (ⅲ) 報酬ミックス 

   取締役の報酬は、（ａ）毎月支給される基本報酬、（ｂ）取締役賞与、（ｃ）通常のストックオプショ

ン、（ｄ）株式報酬型ストックオプションの４種類で構成しています。このうち、（ａ）のみが固定的報

酬で、（ｂ）～（ｄ）は全て業績連動報酬です。固定的報酬と業績連動報酬の比率は、標準的な目標業績

を達成した場合は、1.00対0.94～1.00 とほぼ半々になっています。 

 (ⅳ) 業績連動報酬の仕組み 

   取締役賞与は短期インセンティブとして位置付け、役位別基準額をベースに、連結・単体の売上高経常利

益率に基づいて変動させる仕組みになっており、変動幅は、０～4.5倍となっています。 

   通常のストックオプションは、中期インセンティブとして位置付け、役位ごとに基準額を設定し、権利付

与の２年後から６年間権利行使可能としています。 

   株式報酬型ストックオプションは、従来の退職慰労金に代わるもの（退職慰労金制度は平成16年６月に廃

止）で、長期インセンティブとして位置付け、退任した後に限り権利行使可能（ただし、付与日から20年

間）としています。  

 (ⅴ) 監査役報酬 

       監査役報酬については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保から業績との連動は行わず、

固定的月額報酬のみを支給することにしています。 

  

(b) 報酬決定方法 

 (ⅰ) 報酬諮問委員会の位置付け 

   コーポレート・ガバナンスに関する施策の一つとして各取締役の報酬を公平中立に決定することを目的と

した報酬諮問委員会を設置しております。位置づけとして、取締役会へ答申を行う諮問機関となってお

り、平成24年３月期は、５回開催しました。 

（ⅱ）構成メンバー 

    委員長１名、委員２名以上で構成し、委員長は、代表取締役会長が就任し、委員は取締役会で選任してお

ります。現在は、取締役２名および取締役経験者２名の計４名となっています。会議成立には、透明性を

高めるため、社外監査役の出席が要件となっています。 

（ⅲ）権限と責任  

   報酬諮問委員会は、役員報酬の方針、報酬戦略の策定、役員報酬制度の検討、個人別支給額および具体的

算定方法・内容について検討し、取締役・執行役員に関する事項は取締役会に答申、監査役に関する事項

は監査役会に助言しています。特に役員報酬規制や役員報酬を取り巻く環境の変化を踏まえ、役員報酬制

度について常に見直すとともに、報酬水準については、毎年、外資系コンサルティング会社が行う経営者

報酬データベースに参加して、同輩企業の報酬水準と比較検討しています。 

（ⅳ）報酬決定方法の透明性・客観性を高めるため、上記各事項を定めた規程として、取締役報酬規程、監査役

報酬規程、報酬諮問委員会規程の各内規があり、また報酬諮問委員会が開かれる都度、議事録を作成して

います。 

- 66 -



（ロ）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 

（注）１. 取締役の員数は、平成24年３月31日現在５名ですが、期中で退任した取締役１名が含まれることと、 

無報酬の取締役が１名存在しております。 

      ２. 使用人兼務取締役はおりません。  

      ３. ストックオプションのうち株式報酬型ストックオプションの金額を( )で内書表示しています。 

      ４. 当社の監査役は全員社外役員であります。平成24年３月31日現在４名ですが、期中で退任した監査役を

   含め５名となります。 

      ５. 取締役の報酬限度額は、基本報酬については平成13年６月28日開催の第62回定時株主総会において年額

   ３億円以内およびストックオプションについては平成18年６月23日開催の第67回定時株主総会において

年額１億60百万円以内と決議されています。 

      ６. 監査役の報酬限度額は、平成21年６月23日開催の第70回定時株主総会において年額65百万円以内と決議

      されています。 

  

（ハ）報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等 

（注）１. 連結子会社の役員としての報酬はありません。 

   ２. 使用人兼務取締役ではありません。  

   ３. ストックオプションのうち株式報酬型ストックオプションの金額を( )で内書表示しています。  

⑧ 取締役の定数   

 当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。 

⑨ 取締役の選任の決議要件  

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項  

 （自己株式の取得） 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものでありま

す。 

  （中間配当） 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって

毎年９月30日を基準日として中間配当金を支払うことができる旨を定款に定めております。 

⑪ 株主総会の特別決議要件 

  当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。 

役員区分 

報酬等 

の総額 

（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円）  対象となる 

役員の員数

（人）  基本報酬 ストックオプション 賞与 退職慰労金  

 取締役 

（社外取締役除く）  
418 223 97(39)  97  －  ５  

 監査役 

 (社外監査役を除く） 
－  － － － －  ０  

  社外役員 

  取締役 

  監査役 

  

－ 

42  

  

－  

42  

  

－  

－ 

  

－  

－ 

  

－ 

－ 

  

０ 

５  

氏名 役員区分 会社区分
報酬等の種類別の額等（百万円）  報酬等 

の総額 

（百万円）基本報酬 ストックオプション 賞与  退職慰労金 

溝呂木 斉  取締役  提出会社 75  35(14)  36  －  147  

関家 一馬  取締役  提出会社 80  35(14)  36  －  152  
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⑫ 株式の保有状況  

（イ）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額 

   ５銘柄   42百万円 

  

（ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有 

目的 

   前事業年度 

    特定投資株式  

  

   当事業年度 

    特定投資株式  

  

（ハ）保有目的が純投資目的の投資株式  

該当事項はありません。 

  

（ニ）保有目的を変更した投資株式  

該当事項はありません。 

 銘柄  株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
 保有目的 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ  40,000  15 企業間取引の強化 

㈱山口フィナンシャルグループ  10,000  7 企業間取引の強化 

京セラ㈱   1,000 8 企業間取引の強化 

ローム㈱    1,000 5 企業間取引の強化 

㈱南陽 16,500  7 企業間取引の強化 

 銘柄  株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
 保有目的 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ  40,000  16 企業間取引の強化 

㈱山口フィナンシャルグループ  10,000  7 企業間取引の強化 

京セラ㈱   1,000 7 企業間取引の強化 

ローム㈱    1,000 4 企業間取引の強化 

㈱南陽 16,500  7 企業間取引の強化 
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《内部統制システム構築の基本方針》 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を定め

る。当該の体制は、既に社内に導入、運営しているものであるが、その目的、意義を充分理解し、今後も継続し

て実現性の向上及び体制の改善、充実を図る。 

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（イ）当社は、「DISCO VALUES」（「社会性」と「普遍性」を基礎として当社の価値観、即ち進むべき方向や

企業としてのあるべき姿を体系的に示すもの）のもとに取締役・社員など構成員全員が良好な価値観を

共有し、「DISCO VISION」(2020年(平成32年)までに実現したい当社の企業像、すなわち到達すべき目標

地点を示すもの)の達成と、社会的存在としての企業の使命を全うしていくことを目指す。そのため、代

表取締役社長をはじめとする取締役が率先して「DISCO VALUES」の浸透活動を進めるとともに、構成員

全員が日々の経営、事業活動にその内容を確実に反映させることにより透明性、公正性の高い企業を築

く。 

（ロ）当社は、「DISCO VALUES」のなかに示された当社の目指すもの、在り方に関する本質的な理解、浸透を

進めるとともに、これに沿わないものや反するものを確実に回避するため、倫理的分野のより具体的な

規範を「倫理規程」として定める。そしてその確実な浸透を実現するため、重要な経営方針の一つとし

て、構成員全員が倫理を意識した行動を日常的に実践できるレベルを達成する。 

（ハ）遵法経営確立のため内部通報制度を策定し、法令上疑義のある行為について、直接それを報告・告発で

きる手段として倫理調査委員会（社外弁護士事務所で構成）や法務部門等を窓口とするホットラインを

設けるとともに、報告等がなされた場合の内容調査、再発防止策の策定・実施、社内教育等を確実に行

う。  

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役の職務執行に伴う重要な意思決定と、それに基づく執行に関する文書・データ（電磁的記録

を含む）について適正に保存、管理するため、情報マネジメント全般に亘る体制を整備する。文書・データ

はその重要度に応じて適切な保存・管理を行い、取締役の職務執行に係る適正性、効率性を確認するため調

査が必要な場合に、アクセスが適切に行える体制を維持する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、リスクマネジメントを経営の最重要課題の一つとして捉え、あらゆるリスクへの対応を図るため、

代表取締役社長を委員長とする全社リスクマネジメント委員会を設け、リスク管理体制の構築・整備、リス

ク対応戦略の協議、リスク発生時の対応方針の決定等を行う。また、具体的な展開活動を行うため総務部が

平時からリスクの顕在化、影響評価、防止・軽減策の策定を行うとともに、関係部門と共同で施策を実施す

る。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（イ）当社は、当社の社会的使命を果たすためのビジネステーマを「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」を核

とする事業領域に絞り込み、これを深く追求し専門性を高めることを経営の基礎とすることを取締役、

社員など構成員全員が理解、共有するとともに、取締役はこの方針のもとに経営資源の確実な集中を実

現する。 

（ロ）当社は、取締役が機動的な経営判断、執行が行える体制を構築するため、取締役会を中心として経営会

議、幹部会等の会議体を設けるとともに、ＩＴシステムを全社展開し効率的な情報伝達、分析・検討、

意思決定を実現する。 

（ハ）取締役は「DISCO VISION」をはじめとする経営課題の達成のため、部門ごとに年度目標を設定させ、そ

の計画、実行、検証、改善のサイクルを通じて、適切な指示、管理を行う。また、全社的に業務の改

善、効率化を促進するためＰＩＭ活動(Performance Innovation Management)を継続して展開する。 

（ニ）業績は月次を単位として取締役に報告され、取締役は経営会議、幹部会等においてこの結果をレビュー

し、詳細な分析・検討のもとに必要な指示を行うとともに、各年度における進捗状況を管理する。 

（ホ）自社の状況を的確に判断し経営方針、経営計画を最良の方法で実践するためには、活動組織単位と、さ

らに個々の構成員単位で会計情報を捉える機能を持つ管理会計が必要であり、意志を持った有機的な組

織の実体を反映し、各組織および各構成員が自律的に最良な機能を果たすために有効な管理会計システ

ムを全社展開する。 
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（イ）当社は、国内・海外の関係会社（以下、本⑤項において関係会社という）に対する全般的な経営指導、

管理方針および管理手続等を規定化し、かつ非常勤役員を派遣し、経営上の重要な課題、計画、施策等

の策定をサポートするとともに、遵法経営の維持・推進等をチェックする。 

（ロ）関係会社の事業遂行状況、業績の管理は、経営会議において業績等の定期報告を受け、この結果をレビ

ューし、詳細な分析・検討のもとに必要な指示を行うとともに、各年度における事業計画の進捗状況を

管理する。 

（ハ）監査役は連結経営に対応したグループ会社全体の監視・監査を実効的かつ適正に行うため、関係会社に

出向き定例的に業務監査を実施する他、内部監査室・会計監査人との緊密な連携等的確な体制を構築す

る。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

   監査役会は、内部監査室その他の部門の社員に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させること

ができる。当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、幹部社員等の指揮命令、関与を受けな

い。 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

（イ）監査役は、取締役会、経営会議、幹部会、子会社四半期会議等の重要会議に出席し、経営状況・意思決

定プロセスについて常時把握、監査する。 

（ロ）監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、内部通報

制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査役会に対する報告事項について、迅速かつ

有効に報告する。 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（イ）監査役は、独立の立場の保持に努め、定期的に、また必要に応じ随時、代表取締役と会合を持ち、会社

が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要と判断される要請を行うなど、代

表取締役との相互認識を深める。 

（ロ）監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行う。 
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《財務報告に係る内部統制に関する基本方針》 

当社グループが行う財務報告を正確で信頼性の高いものとするため、財務報告に係る内部統制の整備、運用およ

び評価に関する基本方針を以下のとおりに定める。 

① 原則 

（イ）当社グループが行う財務報告は、「DISCO VALUES」に掲げる「一級の企業活動」にふさわしいものでな

ければならない。 

（ロ）ステークホルダーに対する「透明性の高いガバナンス」を実現するためには、財務報告の正確性と信頼

性の確保が不可欠である。 

（ハ）当社グループにおける財務報告に係る内部統制は、効率性も追求しながら業務の最適化を図ることを真

のねらいとする。 

② 財務報告に係る内部統制の責任者 

代表取締役社長および財務担当取締役は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制に関する事項につ

いて連帯して責任を負う。 

③ 所管部門 

当社グループにおける財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務担当取締役の指示のもと、サポート本

部内部統制チームが所管する。 

④ 評価の基準 

当社グループの財務報告に係る内部統制の評価にあたっては、金融庁の企業会計審議会が公開する「財務報

告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の

設定について（意見書）」（以下「意見書」という）を一般に公正妥当と認められる基準として採用し、そ

の記載内容に準拠して評価を行う。 

  ⑤ 評価の体制 

  財務報告に係る内部統制の評価は、サポート本部内部統制チームと内部監査室が共同で行い、代表取締役社

長および財務担当取締役が結果を承認する。 

  ⑥ 評価の計画と範囲 

  財務報告に係る内部統制の評価の計画と範囲は、年度毎にサポート本部内部統制チームが定め、代表取締役

社長および財務担当取締役の承認を得て決定する。ただし、評価の範囲は「意見書」に示されている水準を

上回るものとする。 

  ⑦ 教育・訓練 

  サポート本部内部統制チームは、この基本方針を遵守するために必要な社内教育および訓練を実施する。 

  ⑧ 懲罰 

  役員および従業員等がこの基本方針に反する行為を行った場合、または財務報告に係る内部統制を無効とす

るような行為を行った場合には、社内規程に基づいて処分を行う。 
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①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

②【その他重要な報酬の内容】 

 （前連結会計年度） 

当社の連結子会社であるDISCO HI-TEC AMERICA,INC.、DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTDおよびDISCO HI-TEC 

EUROPE GmbH他３社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLPおよびKPMG AG等

に対して、監査証明業務に基づく報酬24百万円、非監査業務に基づく報酬10百万円を支払っております。 

 （当連結会計年度） 

当 社 の 連 結 子 会 社 で あ る DISCO  HI-TEC  AMERICA,INC.、DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD、DISCO HI-

TECEUROPE GmbHおよびDISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD.他３社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワー

クに属しているKPMG LLPおよびKPMG AG等に対して、監査証明業務に基づく報酬24百万円、非監査業務に基づ

く報酬15百万円を支払っております。 

  

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

 （前連結会計年度）  

該当事項はありません。 

 （当連結会計年度） 

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「ＩＦＲＳ

（国際財務報告基準）に関するアドバイザリー業務」を委託し、その対価を支払っております。 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないような体系を保持する

ことを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。 

また、監査報酬は監査役会の同意を得て、取締役会の承認をもって決定しております。 

（２）【監査報酬の内容等】

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

提出会社  45  -  41  10

連結子会社  10  -  10  -

計  55  -  52  10
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１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

 (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。 

  

 (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の財務諸表について有限責

任 あずさ監査法人により監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団

法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。 

第５【経理の状況】
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１【連結財務諸表等】 
（１）【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,314 15,170

受取手形及び売掛金 28,322 ※3  27,074

商品及び製品 6,259 6,957

仕掛品 8,487 8,424

原材料及び貯蔵品 9,031 10,382

繰延税金資産 2,264 1,431

その他 3,135 2,419

貸倒引当金 △37 △24

流動資産合計 77,778 71,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  29,355 ※1  29,558

機械装置及び運搬具（純額） ※1  9,056 ※1  8,345

工具、器具及び備品（純額） ※1  658 ※1  706

土地 12,853 12,968

建設仮勘定 1,587 3,611

有形固定資産合計 53,511 55,189

無形固定資産 771 690

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  597 ※2  1,331

繰延税金資産 220 321

長期預金 5,200 5,200

その他 1,203 1,412

貸倒引当金 △60 △203

投資その他の資産合計 7,160 8,062

固定資産合計 61,444 63,942

繰延資産 17 13

資産合計 139,240 135,789
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,609 ※3  10,780

短期借入金 － 183

1年内返済予定の長期借入金 249 249

未払法人税等 5,286 521

賞与引当金 2,548 1,923

役員賞与引当金 145 150

製品保証引当金 303 238

その他 7,212 ※3  6,745

流動負債合計 29,355 20,792

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,000 10,000

長期借入金 537 287

退職給付引当金 1,093 1,559

役員退職慰労引当金 48 58

負ののれん 29 －

資産除去債務 36 36

その他 506 518

固定負債合計 12,251 12,460

負債合計 41,606 33,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,517 14,517

資本剰余金 15,644 15,651

利益剰余金 68,988 73,858

自己株式 △862 △823

株主資本合計 98,287 103,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 5

為替換算調整勘定 △1,654 △1,980

その他の包括利益累計額合計 △1,647 △1,974

新株予約権 767 980

少数株主持分 225 325

純資産合計 97,633 102,536

負債純資産合計 139,240 135,789
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②【連結損益及び包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 99,700 89,241

売上原価 ※1，3  52,775 ※1，3  47,635

売上総利益 46,925 41,606

販売費及び一般管理費 ※2，3  31,009 ※2，3  30,944

営業利益 15,915 10,661

営業外収益   

受取利息 50 51

負ののれん償却額 89 29

持分法による投資利益 117 132

助成金収入 1,206 65

為替差益 － 208

その他 150 238

営業外収益合計 1,615 726

営業外費用   

支払利息 30 26

売上割引 23 24

為替差損 161 －

減価償却費 110 78

その他 13 20

営業外費用合計 340 150

経常利益 17,190 11,237

特別利益   

前期損益修正益 23 －

固定資産売却益 ※4  11 ※4  17

貸倒引当金戻入額 24 －

新株予約権戻入益 1 5

退職給付に係る簡便法から原則法への変更差額 － 13

その他 1 0

特別利益合計 62 38

特別損失   

前期損益修正損 28 －

固定資産除売却損 ※5，6  167 ※5，6  31

減損損失 ※7  263 －

投資有価証券評価損 40 13

特別退職金 80 52

工場移転費用 － 73

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

その他 58 1

特別損失合計 683 173

税金等調整前当期純利益 16,569 11,102
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 6,345 3,227

法人税等調整額 △677 703

法人税等合計 5,668 3,930

少数株主損益調整前当期純利益 10,901 7,171

少数株主損失（△） △44 △23

当期純利益 10,945 7,195

少数株主損失（△） △44 △23

少数株主損益調整前当期純利益 10,901 7,171

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 △0

為替換算調整勘定 △816 △224

持分法適用会社に対する持分相当額 － △100

その他の包括利益合計 △821 ※8  △325

包括利益 10,079 6,846

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 10,127 6,868

少数株主に係る包括利益 △48 △22
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 14,517 14,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,517 14,517

資本剰余金   

当期首残高 15,604 15,644

当期変動額   

自己株式の処分 40 6

当期変動額合計 40 6

当期末残高 15,644 15,651

利益剰余金   

当期首残高 59,141 68,988

当期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 10,945 7,195

連結範囲の変動 77 －

当期変動額合計 9,846 4,870

当期末残高 68,988 73,858

自己株式   

当期首残高 △1,065 △862

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 203 39

当期変動額合計 202 39

当期末残高 △862 △823

株主資本合計   

当期首残高 88,197 98,287

当期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 10,945 7,195

連結範囲の変動 77 －

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 243 46

当期変動額合計 10,090 4,917

当期末残高 98,287 103,204
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 11 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 6 5

為替換算調整勘定   

当期首残高 △841 △1,654

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △812 △326

当期変動額合計 △812 △326

当期末残高 △1,654 △1,980

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △829 △1,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △817 △326

当期変動額合計 △817 △326

当期末残高 △1,647 △1,974

新株予約権   

当期首残高 589 767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 178 213

当期変動額合計 178 213

当期末残高 767 980

少数株主持分   

当期首残高 134 225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 99

当期変動額合計 90 99

当期末残高 225 325

純資産合計   

当期首残高 88,091 97,633

当期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 10,945 7,195

連結範囲の変動 77 －

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 243 46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △548 △13

当期変動額合計 9,541 4,903

当期末残高 97,633 102,536
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 16,569 11,102

減価償却費 6,066 5,944

減損損失 263 －

負ののれん償却額 △89 △29

投資有価証券評価損益（△は益） 40 13

持分法による投資損益（△は益） △117 △132

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 135

賞与引当金の増減額（△は減少） 645 △616

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 145 4

製品保証引当金の増減額（△は減少） 108 △58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 315 466

投資有価証券売却損益（△は益） 12 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 109 14

助成金収入 △1,206 △65

受取利息及び受取配当金 △59 △57

支払利息 30 26

売上債権の増減額（△は増加） △5,757 993

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,030 △1,693

仕入債務の増減額（△は減少） 1,720 △2,791

未払金の増減額（△は減少） 758 △536

その他 1,123 1,649

小計 15,650 14,368

利息及び配当金の受取額 69 107

利息の支払額 △31 △6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,294 △8,364

助成金の受取額 112 65

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,506 6,170

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,612 △7,899

有形固定資産の売却による収入 20 110

投資有価証券の取得による支出 △0 △804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※2  △32 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △20 △0

長期貸付けによる支出 △235 －

長期貸付金の回収による収入 4 9

無形固定資産の取得による支出 △186 △90

定期預金の預入による支出 △587 △3,000

定期預金の払戻による収入 3,095 340

その他 3 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,551 △11,323
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000 183

長期借入れによる収入 900 －

長期借入金の返済による支出 △2,112 △249

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 198 25

配当金の支払額 △1,175 △2,321

少数株主からの払込みによる収入 145 144

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,044 △2,218

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,328 △421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,582 △7,792

現金及び現金同等物の期首残高 15,247 19,830

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  19,830 ※1  12,038
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１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数 16社 

連結子会社の名称  

㈱テクニスコ 

㈱ディスコ アブレイシブ システムズ 

㈱ダイイチコンポーネンツ 

DISCO HI-TEC AMERICA,INC. 

DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD 

DISCO HI-TEC(MALAYSIA)SDN.BHD． 

DISCO HI-TEC(THAILAND)CO.,LTD. 

DISCO HI-TEC(VIETNAM)CO.,LTD. 

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH 

DISCO HI-TEC FRANCE SARL 

DISCO HI-TEC U.K.LTD. 

DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD. 

DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD. 

TECNISCO(SuZhou)Co.,Ltd. 

DD Diamond Corporation 

DAA Inc.  

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

DISCO HI-TEC MOROCCO SARL 

㈱KKMインベストメント 

DHK Solution Corporation 

DISCO HI-TEC PHILIPPINES,INC 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法適用の非連結子会社数 １社 

会社の名称 

DHK Solution Corporation  

当連結会計年度よりDHK Solution Corporation は、株式を追加取得したため、持分法適用の関連会社から、

持分法適用の非連結子会社に異動しております。 

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

非連結子会社DISCO HI-TEC MOROCCO SARL、㈱KKMインベストメント、DISCO HI-TEC PHILIPPINES,INC及び関連会

社㈱アプライドプレシジョン、Shanghai Zhaoyi Electronics Technology Co.,Ltdについては、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。  

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD.、TECNISCO(SuZhou)Co.,Ltd.、DD Diamond Corporation及びDAA 

Inc.の決算日は、12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、DISCO HI-TEC CHINA CO.,LTD.及びTECNISCO(SuZhou)Co.,Ltd.については、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

また、DD Diamond Corporation及びDAA Inc.については、12月31日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

ロ．デリバティブ 

時価法を採用しております。 

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
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ハ．たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

商品・原材料 

 当社は総平均法を、連結子会社は主として移動平均法を採用しております。 

製品・仕掛品 

精密加工装置については個別法を、精密加工ツールについては主として総平均法を採用しております。 

貯蔵品     

主として最終仕入原価法を採用しております。 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

 （ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法に 

 よっております。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物     ２～47年     機械装置及び運搬具   ２～12年 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

ハ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（3）繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。 

ハ．役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 

ニ．製品保証引当金 

製品保証期間中の製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績等を基礎として計上しております。 

ホ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

へ．役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備えるため、連結子会社２社は内規に基づく当連結会計年度末における要支給額を計

上しております。 

（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上し

ております。  

（6）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。   

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

（8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計

年度の費用として処理しております。 
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（潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定方法の変更） 

当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分）

を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

また、これによる影響については、「１株当たり情報」に関する注記に記載しております。 

  

（連結損益及び包括利益計算書） 

１．前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「売上割引」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた

36百万円は、「売上割引」23百万円、「その他」13百万円として組み替えております。  

２．前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「新株予約権戻入益」は、特別利益の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた３

百万円は、「新株予約権戻入益」１百万円、「その他」１百万円として組み替えております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【会計方針の変更】

【表示方法の変更】

【追加情報】
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額に対するものは、次のとおりであります。 

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額 前連結会計年度 194百万円、当連結会計年度 194百万円が

含まれております。  

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。 

  

４ (1) 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。 

  

当座貸越契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

貸出コミットメント契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先

の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。 

① 各連結会計年度末日において、当社及び連結子会社各々が貸借対照表純資産の部の金額を、平成19年３月期決算

の末日（うち、１行は直近の決算日の末日）における純資産の部の金額の ％以上に維持すること。 

② 各連結会計年度の決算期の末日における単体の損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して損失を計上しな

いこと。 

  

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

減価償却累計額 百万円 31,967 百万円 36,716

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式） 百万円 299 百万円 1,002

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

受取手形 百万円 － 百万円 74

支払手形  －  986

設備関係支払手形（流動負債「その他」)  －  9

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

当座貸越限度額 百万円 12,540 百万円 12,475

借入実行残高  －  －

差引額  12,540  12,475

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

貸出コミットメントの総額 百万円 8,000 百万円 8,000

借入実行残高  －  －

差引額  8,000  8,000

75
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（２）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と平成22年３月31日において貸出コミットメント契 

約を締結しております。 

  

貸出コミットメント契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先

の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。 

① 各連結会計年度末日において、単体の貸借対照表純資産の部の金額を、平成21年３月期決算の末日における純資

産の部の金額の ％以上に維持すること。 

② 株式会社日本格付研究所による当社の長期債務格付を、ＢＢＢ－以上に維持すること。  

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

貸出コミットメントの総額 百万円 17,000 百万円 17,000

借入実行残高  －  －

差引額  17,000  17,000

75
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※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて 

  おります。 

    

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 

   

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

（連結損益及び包括利益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

百万円 168 百万円 96

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

荷造運搬費 百万円 1,576 百万円 1,490

販売手数料  2,478  2,175

製品保証費  1,030  1,325

給料及び賞与  6,136  6,361

貸倒引当金繰入額  28  138

賞与引当金繰入額  1,447  1,102

役員賞与引当金繰入額  145  143

減価償却費  1,442  1,402

研究開発費  9,762  9,323

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

百万円 9,771 百万円 9,331

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 0   百万円 15

機械装置及び運搬具  10    2

工具、器具及び備品  0    －

計  11    17

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 0   百万円 －

機械装置及び運搬具  4    4

工具、器具及び備品  0    0

計  5    4

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 121   百万円 2

機械装置及び運搬具  21    24

工具、器具及び備品  19    1

計  162    27
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※７ 減損損失の内容は次のとおりであります。 

  前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 
  

  
当社グループは、報告セグメントを基準として資産のグルーピングを行っております。 

精密加工部品事業における生産設備については、今後の生産能力拡大の対応に伴い売却の意思決定をしたこと

から、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失263百万円として特別損失に計上しておりま

す。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び土地については不動産鑑

定評価額により評価しております。 

  

  当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

※８ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）   

  

場所 用途 種類 

広島県呉市 
精密加工部品

生産設備 
建物及び土地 

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 百万円△1
組替調整額  －
税効果調整前  △1
税効果額  1
その他有価証券評価差額金  △0

為替換算調整勘定：   
当期発生額  △224

持分法適用会社に対する持分相当額：   
当期発生額  △100

その他の包括利益合計  △325
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前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加０千株であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少75千株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少

75千株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首
株式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少 
株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  34,004  -  -  34,004

合計  34,004  -  -  34,004

自己株式         

普通株式（注）１,２  397  0  75  321

合計  397  0  75  321

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結

会計年度末
残高 

（百万円）
当連結会計
年度期首 

当連結
会計年度 
増加 

当連結 
会計年度 
減少 

当連結 
会計年度末 

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
-  -  -  -  -  767

合計 -  -  -  -  -  767

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  336  10 平成22年３月31日 平成22年６月28日 

平成22年11月11日 

取締役会 
普通株式  840  25 平成22年９月30日 平成22年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,347 利益剰余金  40 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加０千株であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少14千株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少

14千株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
当連結会計年度期首
株式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少 
株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  34,004  -  -  34,004

合計  34,004  -  -  34,004

自己株式         

普通株式（注）１,２  321  0  14  306

合計  321  0  14  306

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結

会計年度末
残高 

（百万円）
当連結会計
年度期首 

当連結
会計年度 
増加 

当連結 
会計年度 
減少 

当連結 
会計年度末 

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
-  -  -  -  -  980

合計 -  -  -  -  -  980

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,347  40 平成23年３月31日 平成23年６月27日 

平成23年11月８日 

取締役会 
普通株式  977  29 平成23年９月30日 平成23年12月９日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  640 利益剰余金  19 平成24年３月31日 平成24年６月27日
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※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※２. 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

  前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

   株式の売却により㈱ディーエスディー及び㈱ディーエスディー九州が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の

資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出（純額）との関係は次のとおりであります。 

  

  当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

   該当事項はありません。  

   

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 20,314百万円 15,170百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △483  △3,132  

現金及び現金同等物 19,830  12,038  

流動資産 百万円93

固定資産  10

繰延資産   7

流動負債   △16

固定負債   △100

株式売却益等   5

株式の売却価額   0

現金及び現金同等物   △32

差引：株式の売却による支出  △32
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（リース取引関係）

  
１． リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 
  
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子
込み法により算定しております。 

  
(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法により算定しております。 

  
(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

  
(4）減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありません。 
  

２．オペレーティング・リース取引 
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  （単位：百万円）
  前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物  1,334 700 634

機械装置 6 3 2 
工具、器具及び備品 86 75 11 
合計 1,427 779 647 

  （単位：百万円）
  当連結会計年度（平成24年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 1,334 767 567

機械装置 6 3 2 
工具、器具及び備品 86 83 2 
合計 1,427 854 572 

  （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 75 67 
１年超 572 505 
合計 647 572 

  （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

支払リース料 83 75 
減価償却費相当額 83 75 

  （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

１年内 151 168 
１年超 858 753 
合計 1,010 922 
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１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針  

当社グループは、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不

足分について必要な資金（貸出コミットメント契約による銀行借入や転換社債型新株予約権付社債発行）を

調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、元本が毀損しない預金等に限定してお

ります。 

また、デリバティブ取引は、実需に伴う取引に限定して実施することを原則とし、売買益を目的とするよう

な投機的な取引は一切行っておりません。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、

当社グループの与信管理取扱規程に則り、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行う

ことにより、リスク軽減を図っております。 

投資有価証券である株式は、時価のあるものについては市場価格の変動リスクに、また時価のないものにつ

いては発行会社の純資産変動リスクに晒されております。当該リスクの管理のため、市場価格や発行会社の

財務状況の継続的モニタリングを行っております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

これらの営業債務などの流動負債及び転換社債型新株予約権付社債は、その決済時において流動性リスクに

晒されますが、当社グループでは、各社が資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避してお

ります。 

デリバティブ取引は、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、外貨建ての営業金銭債務に係る為替

の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約であります。 

また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を

行っております。 

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。    

また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、そ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。  

  

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注)２．参照）。 

  

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

※１  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。 

※２ デリバティブ取引によって生じた、正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる 

    項目については、（）で表示しております。 

  

  連結貸借対照表計上額
（百万円）  

時価（百万円） 差額（百万円）

(1)現金及び預金  20,314  20,314 -

(2)受取手形及び売掛金  28,322  28,322 -

   貸倒引当金（※１） △37  △37 -

   受取手形及び売掛金（純額） 28,285  28,285 -

(3)投資有価証券     

   その他有価証券 44  44 -

(4)長期預金  5,200  4,392 △808

資 産 計 53,843  53,035 △808

(1)支払手形及び買掛金  13,609  13,609 -

(2)転換社債型新株予約権付社債 10,000  9,802 △198

 負 債 計  23,609  23,411 △198

デリバティブ取引（※２)        

ヘッジ会計が適用されていないもの (43) (43) -

ヘッジ会計が適用されているもの -  - -

デリバティブ取引計  (43) (43) -
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当連結会計年度（平成24年３月31日） 

※１  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。 

※２ デリバティブ取引によって生じた、正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる 

    項目については、（）で表示しております。 

  

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、

当該帳簿価額によっております。 

なお、受取手形及び売掛金については、信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため、貸倒引

当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。 

(3) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

(4) 長期預金 

長期預金は、中途解約しない限り元本が保証されており、かつ、利率がマイナスとならないデリバティ

ブ内包型預金（マルチコーラブル預金）であり、その時価は取引金融機関の組込デリバティブ時価評価

額をもとに一体処理した金額によっております。 

  

  連結貸借対照表計上額
（百万円）  

時価（百万円） 差額（百万円）

(1)現金及び預金  15,170  15,170 -

(2)受取手形及び売掛金  27,074  27,074 -

   貸倒引当金（※１） △24  △24 -

   受取手形及び売掛金（純額） 27,049  27,049 -

(3)投資有価証券     

   その他有価証券 42  42 -

(4)長期預金  5,200  4,581 △618

資 産 計 47,462  46,844 △618

(1)支払手形及び買掛金  10,780  10,780 -

(2)転換社債型新株予約権付社債 10,000  9,780 △219

 負 債 計  20,780  20,560 △219

デリバティブ取引（※２)        

ヘッジ会計が適用されていないもの (101) (101) -

ヘッジ会計が適用されているもの -  - -

デリバティブ取引計  (101) (101) -
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負 債 

(1) 支払手形及び買掛金 

これらは短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、

当該帳簿価額によっております。 

(2) 転換社債型新株予約権付社債 

転換社債型新株予約権付社債の時価については市場価格が存在しないため、元利金の合計金額を当該社

債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。 

  

  ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：百万円）

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、「(3)投資有価証券

その他有価証券」には含めておりません。 
  

  ３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

   

  ４. 転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

 連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照下さい。   

  

区分  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

非上場株式   552  1,288

  
１年以内

  (百万円）  

１年超
５年以内  
 (百万円） 

５年超 
10年以内 
 (百万円）  

10年超
 (百万円） 

現金及び預金  20,314  －  －  －

受取手形及び売掛金  28,322  －  －  －

投資有価証券         

その他有価証券のうち満期

があるもの 
 －  －  －  －

長期預金   －  －  －  5,200

合計  48,636  －  －  5,200

  
１年以内

  (百万円）  

１年超
５年以内  
 (百万円） 

５年超 
10年以内 
 (百万円）  

10年超
 (百万円） 

現金及び預金  15,170  －  －  －

受取手形及び売掛金  27,074  －  －  －

投資有価証券         

その他有価証券のうち満期

があるもの 
 －  －  －  －

長期預金   －  －  －  5,200

合計  42,245  －  －  5,200
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１．その他有価証券 

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

２．売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円）  

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

（1）株式  36  25  11

（2）その他  -  -  -

小計  36  25  11

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

（1）株式  7  8  △0

（2）その他  -  -  -

小計  7  8  △0

合計  44  33  10

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円）  

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

（1）株式  35  25  10

（2）その他  -  -  -

小計  35  25  10

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

（1）株式  7  8  △1

（2）その他  -  -  -

小計  7  8  △1

合計  42  33  9

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

（1）株式  21  1  0

（2）その他  -  -  -

合計  21  1  0
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１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

   通貨関連 

前連結会計年度（平成23年３月31日）  

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日）  

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

   

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

   該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

契約額等のうち
 １年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外の取引 

  

為替予約取引         

売建         

米ドル  8,554  -  △41  △41

ユーロ  337  -  △1  △1

合計  8,891  -  △43  △43

区分 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

契約額等のうち
 １年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外の取引 

  

為替予約取引         

売建         

米ドル  9,147  -  △101  △101

ユーロ  60  -  △0  △0

合計  9,207  -  △101  △101
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の国内連結子会社は確定給付年金制度及び確定拠出年金制度を設けております。また、従業員の

退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う

場合があります。なお、一部の海外連結子会社では、確定拠出型の制度を設けております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

   

３．退職給付費用に関する事項 

      （注）１．「ト．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

２．上記、退職給付費用以外に、前連結会計年度において割増退職金80百万円、当連結会計年度におい

て割増退職金52百万円支払っており、特別損失として計上しております。 

  また、一部の国内連結子会社が退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しており、この

差額13百万円を特別利益として計上しております。  

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（1）退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準 

  

（2）割引率 

  

（3）期待運用収益率 

（退職給付関係）

     （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
 

  
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

イ．退職給付債務  △6,339    △6,699

ロ．年金資産  4,753    4,839

ハ．退職給付引当金  1,093    1,559

ニ. 前払年金費用  －    －

差引（イ＋ロ＋ハ＋ニ）  △492    △299

（差引分内訳）       

ホ．未認識数理計算上の差異  △492    △299

 ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額）  －    －

  （単位：百万円）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

 
  
 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

イ．勤務費用  458    447

ロ．利息費用  117    124

ハ．期待運用収益  △68    △71

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  625    369

ホ. 過去勤務債務の費用処理額   △419    －

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）  713    870

 ト．その他（注）１  245    250

 計  958    1,121

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

2.0％ 2.0％ 

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

1.5％       1.5％ 

- 99 -



   

（4）数理計算上の差異の処理年数 

３年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。） 

  

１. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

 （単位：百万円）

  

２. 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

（単位：百万円）

  

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  （注）株式数に換算して記載しております。 

（ストック・オプション等関係）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

販売費及び一般管理費 225 240 

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

新株予約権戻入益 1  5 

  
平成16年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成16年
ストック・オプション 

平成17年
株式報酬型 

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ９名  

当社取締役      ９名

当社従業員     275名 

子会社の取締役 

および従業員    33名 

当社取締役     ８名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式   15,800株 普通株式   86,000株 普通株式   16,900株 

付与日 平成16年７月27日 平成16年10月29日 平成17年７月21日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成35年

７月27日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成36年

７月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成16年10月29日から 

平成18年10月29日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 
 平成16年７月28日から 

 平成36年６月１日まで 

 平成18年10月30日から 

平成24年10月29日まで 

 平成17年７月22日から 

 平成37年７月21日まで 
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  （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成17年

ストック・オプション 

平成18年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成18年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役      ８名

当社従業員     326名 

子会社の取締役 

および従業員    36名 

当社取締役     ７名 当社取締役      ７名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式   109,300株 普通株式   8,800株 普通株式   22,800株 

付与日 平成17年11月４日 平成18年８月11日 平成18年11月9日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成37年

８月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

対象勤務期間 
 平成17年11月４日から 

平成19年11月４日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成18年11月９日から 

平成20年11月９日まで 

権利行使期間 
 平成19年11月５日から 

 平成25年11月４日まで 

 平成18年８月12日から 

平成38年８月11日まで 

 平成20年11月10日から 

 平成26年11月９日まで 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成18年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成19年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成19年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     326名 

子会社の取締役 

および従業員    33名 

当社取締役     ７名 当社取締役      ７名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式   67,300株 普通株式   8,900株 普通株式   30,800株 

付与日 平成18年11月９日 平成19年８月８日 平成19年11月９日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成38年

７月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

対象勤務期間 
 平成18年11月９日から 

平成20年11月９日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成19年11月９日から 

平成21年11月９日まで 

権利行使期間 
 平成20年11月10日から 

 平成26年11月９日まで 

 平成19年８月９日から 

平成39年８月８日まで 

 平成21年11月10日から 

平成27年11月９日まで 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成19年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成20年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成20年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     350名 

子会社の取締役 

および従業員    40名 

当社取締役     ７名 当社取締役      ７名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式    74,200株 普通株式   14,000株 普通株式   83,400株 

付与日 平成19年11月９日 平成20年８月13日 平成20年11月12日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成39年

７月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

対象勤務期間 
 平成19年11月９日から 

平成21年11月９日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成20年11月12日から 

平成22年11月12日まで 

権利行使期間 
 平成21年11月10日から 

平成27年11月９日まで 

 平成20年８月14日から 

平成40年８月13日まで 

 平成22年11月13日から 

平成28年11月12日まで 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成20年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成21年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成21年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     377名 

子会社の取締役 

および従業員    43名 

当社取締役     ５名 当社取締役      ５名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式    84,700株 普通株式   15,600株 普通株式   29,900株 

付与日 平成20年11月12日 平成21年８月６日 平成21年11月13日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成40年

７月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

対象勤務期間 
 平成20年11月12日から 

平成22年11月12日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成21年11月13日から 

平成23年11月13日まで 

権利行使期間 
 平成22年11月13日から 

平成28年11月12日まで 

 平成21年８月７日から 

平成41年８月６日まで 

 平成23年11月14日から 

平成29年11月13日まで 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成21年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成22年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成22年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     380名 

子会社の取締役       

および従業員    46名 

当社取締役     ５名 当社取締役      ５名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式    77,700株 普通株式   11,200株 普通株式   35,400株 

付与日 平成21年11月13日 平成22年８月５日 平成22年11月11日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

 新株予約権の割当を受けた

取締役は、退職慰労金に代

えて、当社の取締役を退任

（再任された場合は含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成41年

７月31日より前に割当を受

けた取締役が当社の取締役

の地位を退任しなかった場

合、その取締役は同日以降

行使期間満了までの間、新

株予約権を行使することが

できる。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

対象勤務期間 
 平成21年11月13日から 

平成23年11月13日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成22年11月11日から 

平成24年11月11日まで 

権利行使期間 
 平成23年11月14日から 

平成29年11月13日まで 

 平成22年８月６日から 

平成42年８月５日まで 

 平成24年11月12日から 

平成30年11月11日まで 
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（注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成22年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成23年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成23年
ストック・オプション 

 Ａ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     412名 

子会社の取締役       

および従業員    50名 

当社取締役     ５名 

当社執行役員    ５名 

  

当社取締役     ４名 

当社執行役員    ５名 

  

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式    87,800株 普通株式   19,600株 普通株式   69,800株 

付与日 平成22年11月11日 平成23年８月10日 平成23年11月11日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役もしくは

従業員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由がある場合にはこの限

りでない。 

新株予約権の割当を受けた

取締役または執行役員は、

当社の取締役または執行役

員を退任（取締役または執

行役員が再任された場合、

執行役員を退任して取締役

に就任した場合、取締役を

退任して執行役員に就任し

た場合のいずれも含まな

い。）した後に限り、行使

できる。ただし、平成42年

７月31日より前に割当を受

けた取締役または執行役員

が当社の取締役または執行

役員の地位を退任しなかっ

た場合、その取締役または

執行役員は同日以降行使期

間満了日までの間、新株予

約権を行使することができ

る。 

（退職慰労金制度は平成16

年に廃止。） 

新株予約権の割当を受けた

取締役または執行役員は、

新株予約権の行使時におい

ても、当社の取締役、執行

役員もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）また

は当社子会社の取締役もし

くは従業員（顧問、相談役

を含む。）の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期

満了による退任、定年退職

その他正当な理由があるも

のと認める場合はこの限り

でない。 

  

対象勤務期間 
 平成22年11月11日から 

平成24年11月11日まで 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 平成23年11月11日から 

平成25年11月11日まで 

権利行使期間 
 平成24年11月12日から 

平成30年11月11日まで 

 平成23年８月11日から 

平成43年８月10日まで 

 平成25年11月12日から 

平成31年11月11日まで 
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（注）株式数に換算して記載しております。 

  

  
平成23年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員     426名 

子会社の取締役       

および従業員    51名 

 株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式    81,200株 

付与日 平成23年11月11日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受け

た者は、新株予約権の行使

時においても、当社の取締

役、執行役員もしくは従業

員（顧問、相談役を含

む。）または当社子会社の

取締役もしくは従業員（顧

問、相談役を含む。）の地

位にあることを要する。た

だし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な

理由があるものと認める場

合はこの限りでない。  

対象勤務期間 
 平成23年11月11日から 

平成25年11月11日まで 

権利行使期間 
 平成25年11月12日から 

平成31年11月11日まで 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成24年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

  

① ストック・オプションの数 

  
平成16年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成16年
ストック・オプション 

平成17年
株式報酬型 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  -  -  -

付与  -  -  -

失効  -  -  -

権利確定  -  -  -

未確定残  -  -  -

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  11,600  43,900  12,100

権利確定  -  -  -

権利行使  900  -  1,000

失効  -  500  -

未行使残  10,700  43,400  11,100

  
平成17年

ストック・オプション 

平成18年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成18年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  -  -  -

付与  -  -  -

失効  -  -  -

権利確定  -  -  -

未確定残  -  -  -

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  96,800  8,800  22,800

権利確定  -  -  -

権利行使  -  800  -

失効  700  -  -

未行使残  96,100  8,000  22,800
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平成18年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成19年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成19年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  -  -  -

付与  -  -  -

失効  -  -  -

権利確定  -  -  -

未確定残  -  -  -

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  59,700  8,900  30,800

権利確定  -  -  -

権利行使  -  800  -

失効  900  -  -

未行使残  58,800  8,100  30,800

  
平成19年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成20年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成20年
ストック・オプション 

Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  -  -  -

付与  -  -  -

失効  -  -  -

権利確定  -  -  -

未確定残  -  -  -

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  69,300  14,000  26,100

権利確定  -  -  -

権利行使  -  1,300  7,600

失効  900  -  -

未行使残  68,400  12,700  18,500
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平成20年

ストック・オプション 
Ｂ号 

平成21年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成21年
ストック・オプション 

Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  -  -  29,900

付与  -  -  -

失効  -  -  -

権利確定  -  -  29,900

未確定残  -  -  -

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  62,900  15,600  -

権利確定  -  -  29,900

権利行使  2,300  -  -

失効  1,600  -  -

未行使残  59,000  15,600  29,900

  
平成21年

ストック・オプション 
Ｂ号 

平成22年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成22年
ストック・オプション 

Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  73,000  -  35,400

付与  -  -  -

失効  800  -  -

権利確定  72,200  -  -

未確定残  -  -  35,400

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  -  11,200  -

権利確定  72,200  -  -

権利行使  -  -  -

失効  1,200  -  -

未行使残  71,000  11,200  -
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平成22年

ストック・オプション 
Ｂ号 

平成23年
株式報酬型 

ストック・オプション  

平成23年
ストック・オプション 

Ａ号 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  82,800  -  -

付与  -  19,600  69,800

失効  1,900  -  -

権利確定  -  19,600  -

未確定残  80,900  -  69,800

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  -  -  -

権利確定  -  19,600  -

権利行使  -  -  -

失効  -  -  -

未行使残  -  19,600  -

  
平成23年

ストック・オプション 
Ｂ号 

権利確定前      （株）   

前連結会計年度末  -

付与  81,200

失効  6,800

権利確定  -

未確定残  74,400

権利確定後      （株）   

前連結会計年度末  -

権利確定  -

権利行使  -

失効  -

未行使残  -
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② 単価情報 

  

  
平成16年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成16年
ストック・オプション 

平成17年
株式報酬型 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  1  4,730  1

行使時平均株価     （円）  5,256  -  5,256

付与日における公正な評価単価（円）  -  -  -

  
平成17年

ストック・オプション 

平成18年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成18年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  5,162  1  7,616

行使時平均株価     （円）  -  5,256  -

付与日における公正な評価単価（円）  -  5,931  1,926

  
平成18年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成19年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成19年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  7,616  1  7,327

行使時平均株価     （円）  -  5,256  -

付与日における公正な評価単価（円）  1,926  6,489  1,485

  
平成19年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成20年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成20年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  7,327  1  2,583

行使時平均株価     （円）  -  5,256  5,256

付与日における公正な評価単価（円）  1,485  3,780  601

  
平成20年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成21年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成21年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  2,583  1  5,853

行使時平均株価     （円）  4,718  -  -

付与日における公正な評価単価（円）  601  4,358  1,589

  
平成21年

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成22年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成22年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  5,853  1  5,220

行使時平均株価     （円）  -  -  -

付与日における公正な評価単価（円）  1,589  4,693  1,865
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平成22年 

ストック・オプション 
 Ｂ号 

平成23年
株式報酬型 

ストック・オプション 

平成23年
ストック・オプション 

 Ａ号 

権利行使価格      （円）  5,220  1  4,213

行使時平均株価     （円）  -  -  -

付与日における公正な評価単価（円）  1,865  3,585  1,245

  
平成23年 

ストック・オプション 
 Ｂ号 

権利行使価格      （円）  4,213

行使時平均株価     （円）  -

付与日における公正な評価単価（円）  1,245
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成23年株式報酬型ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．過去10年（平成13年８月11日～平成23年８月10日）の株価実績に基づき算定しております。 

２．待機期間（退任時点までの期間）を合理的に見積もることが困難なため、ストック・オプション

付与時点から、権利行使期間の中間点までの期間を採用しております。 

３．過去10年（平成13年８月11日～平成23年８月10日）の株価実績に基づき算定しております。 

４．平成23年８月10日時点で残存年数が10年相当の国債の利回りであります。 

  

 当連結会計年度において付与された平成23年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。 

① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１．過去５年（平成18年11月12日～平成23年11月11日）の株価実績に基づき算定しております。 

２．待機期間２年、満期８年のストック・オプションを想定し、ストック・オプション付与時点か

ら、権利行使期間の中間点までの期間を採用しております。 

３．過去５年（平成18年11月12日～平成23年11月11日）の株価実績に基づき算定しております。 

４．平成23年11月10日時点で残存年数が５年相当の国債の利回りであります。 

  

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。  

  

  
平成23年
株式報酬型 

ストック・オプション 
 

株価変動性   （注）１．  42.47％ 

予想残存期間  （注）２． 10年 

予想配当    （注）３．  配当利回り 0.80％ 

無リスク利子率 （注）４．  1.085％ 

  
平成23年

ストック・オプション 
 

株価変動性   （注）１．  44.33％ 

予想残存期間  （注）２． ５年 

予想配当    （注）３．  配当利回り 1.06％ 

無リスク利子率 （注）４．  0.355％ 
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

（税効果会計関係）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

繰延税金資産   

退職給付引当金 百万円451  百万円562

賞与引当金  961   684

投資有価証券評価損   167   148

たな卸資産評価損  254   233

減損損失  413   390

長期未払金  178   151

新株予約権  －   178

未払事業税  462   －

たな卸資産未実現利益   289   399

その他  898   935

繰延税金資産小計  4,077   3,683

評価性引当額  △1,053   △1,120

繰延税金資産合計  3,023   2,563

繰延税金負債      

在外子会社の留保利益に係る税効果  △520   △769

その他  △158   △129

繰延税金負債合計  △679   △898

繰延税金資産（負債）の純額  2,344   1,664

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

流動資産－繰延税金資産 百万円2,264  百万円1,431

固定資産－繰延税金資産  220   321

流動負債－その他  △123   △35

固定負債－その他  △16   △52

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

法定実効税率 ％ 40.7  ％ 40.7

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.4   1.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  －   △9.9

試験研究費等の税額控除  △6.3   △4.7

評価性引当額の増加  2.0   1.6

在外子会社との税率差異  △4.8   △5.9

在外子会社の留保利益に係る税効果  0.9   2.2

連結内受取配当金消去  －   10.3

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  －   1.7

その他  0.3   △2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  34.2   35.4
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26

年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始

する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は163百万円減少し、法人税等

調整額が164百万円、その他有価証券評価差額金が０百万円、それぞれ増加しております。  
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１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。  

当社グループは、製品を主とした販売市場の類似性を基準としたセグメント単位で、国内及び海外の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、「精密加工システム事業」、「精密

加工部品事業」及び「産業用研削製品事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「精密加工システム事業」は、主に国内外の半導体や電子部品メーカなどの製造業向けに精密加工装置及び精密

加工ツールの製造・販売を行っております。「精密加工部品事業」は、電子・光学・医療分野向けに金属・ガラ

ス・シリコン等の精密加工部品の製造・販売を行っております。「産業用研削製品事業」は、自動車及び電子部

品向けなどの一般砥石、土木・建築業界及び各種製造業向けの産業用ダイヤモンド工具の製造・販売を行ってお

ります。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一

であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。  

セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  （注）１.（1）セグメント利益の調整額△3,505百万円には、セグメント間取引消去28百万円、各報告セグメントに配

         分していない全社費用△3,534百万円が含まれております。 

      （2）セグメント資産の調整額32,034百万円には、セグメント間取引消去△140百万円、各報告セグメントに

         配分していない全社資産32,174百万円が含まれております。  

     ２．セグメント利益は、連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

精密加工
システム事業

精密加工
部品事業 

産業用研削
製品事業 

計

売上高             

外部顧客への売上高 95,404 2,491 1,804 99,700 - 99,700 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 24 214 68 308 △308 - 

計 95,429 2,706 1,873 100,008 △308 99,700 

セグメント利益 19,027 147 246 19,420 △3,505 15,915 

セグメント資産  101,217 3,721 2,266 107,205 32,034 139,240

その他の項目    

減価償却費  4,871 174 55 5,102 964 6,066

減損損失  - 263 - 263 - 263

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
6,688 278 68 7,035 275 7,311
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当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  （注）１.（1）セグメント利益の調整額△3,448百万円には、セグメント間取引消去23百万円、各報告セグメントに配

         分していない全社費用△3,472百万円が含まれております。 

      （2）セグメント資産の調整額23,995百万円には、セグメント間取引消去△39百万円、各報告セグメントに 

         配分していない全社資産24,035百万円が含まれております。 

     ２．セグメント利益は、連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

（単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

精密加工
システム事業

精密加工
部品事業 

産業用研削
製品事業 

計

売上高             

外部顧客への売上高 85,672 1,893 1,676 89,241 - 89,241 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 9 288 83 381 △381 -

計 85,681 2,181 1,759 89,622 △381 89,241 

セグメント利益又は損失（△） 14,237 △320 192 14,110 △3,448 10,661 

セグメント資産  106,051 3,784 1,958 111,793 23,995 135,789 

その他の項目    

減価償却費  4,842 199 55 5,097 847 5,944 

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
7,688 523 29 8,241 207 8,448 
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  前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  １．製品及びサービスごとの情報 

   報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。   

  

  ２．地域ごとの情報 

  （1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

  （2）有形固定資産 

  

  ３．主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益及び包括利益計算書の売上高の 

  10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

  

  当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  １．製品及びサービスごとの情報 

   報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。   

  

 ２．地域ごとの情報 

 （1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

 （2）有形固定資産  

  

 ３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益及び包括利益計算書の売上高の 

  10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

【関連情報】

 （単位：百万円）

日本 北米 アジア ヨーロッパ 合計

 27,131  4,491  59,428  8,648  99,700

 （単位：百万円）

日本 北米 アジア ヨーロッパ 計
消去又は 
全社 

合計

 43,636  188  1,023  381  45,230  8,280  53,511

 （単位：百万円）

日本 北米 アジア ヨーロッパ 合計

27,218 4,820 48,721 8,481 89,241 

 （単位：百万円）

日本 北米 アジア ヨーロッパ 計
消去又は 
全社 

合計

47,019 246 2,149 447 49,863 5,326 55,189 
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前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

   

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

平成22年４月１日前に行われた事業譲受により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとお

りであります。 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

該当事項はありません。  

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

（単位：百万円）

  
精密加工 

システム事業 
精密加工
部品事業 

産業用研削
製品事業 

計 調整額 合計

減損損失  - 263 - 263 - 263

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

（単位：百万円）

  
精密加工 

システム事業 
精密加工
部品事業 

産業用研削
製品事業 

計 調整額 合計

当期償却額   89 - - 89 -  89 

当期末残高   29 - - 29 - 29 

（単位：百万円）

  
精密加工 

システム事業 
精密加工
部品事業 

産業用研削
製品事業 

計 調整額 合計

当期償却額  29 - - 29 - 29 

当期末残高  - - - - - -

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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該当事項はありません。 

  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

   ます。 

【関連当事者情報】

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 2,869.12 円 3,004.10

１株当たり当期純利益金額 円 325.59 円 213.56

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 308.99 円 202.99

  
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益金額（百万円）  10,945  7,195

普通株主に帰属しない金額（百万円）  -  -

普通株式に係る当期純利益金額（百万円）  10,945  7,195

期中平均株式数（千株）  33,617  33,692

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  -  -

普通株式増加数（千株）  1,805  1,754

（うち転換社債（千株））  (1,636)  (1,636)

（うち新株予約権（千株））  (169)  (118)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

 平成19年10月25日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成19年６月22日定時株主総会決

議及び平成19年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  

228

597

308

693

 平成16年６月24日定時株主総会決

議及び平成16年10月21日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成16年６月24日定時株主総会決

議及び平成16年10月21日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成17年６月24日定時株主総会決

議及び平成17年10月26日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成17年６月24日定時株主総会決

議及び平成17年10月26日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）   

170

264

430

531
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（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分） 

を適用しております。潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定す

るストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプショ

ンの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これらの会計基準等を適用したことにより、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に及

ぼす影響は軽微であることから、遡及修正は行っておりません。 
  

  
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成21年10月29日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成21年６月23日定時株主総会決

議及び平成21年10月29日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 なお、概要は「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

299

730

 平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

 平成19年10月25日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成19年６月22日定時株主総会決

議及び平成19年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成21年10月29日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成21年６月23日定時株主総会決

議及び平成21年10月29日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成22年10月27日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成22年６月25日定時株主総会決

議及び平成22年10月27日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成23年10月27日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成23年６月24日定時株主総会決

議及び平成23年10月27日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）   

 なお、概要は「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

228

588

308

684

299

710

354

809

698

744
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該当事項はありません。 

  
   

 （注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 
  

  
（注）なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の 

全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとし 

ます。 

また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。 

  

    ２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

（重要な後発事象）

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 利率（％） 担保 償還期限

 （株）ディスコ 

2014年満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権

付社債（注) 

 平成年 月 日

 21.12.16 
 10,000  10,000  -  なし 

平成年 月 日

 26.12.16 

合計 － －  10,000  10,000 － － － 

銘柄 2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償

株式の発行価格（円）  6,111

発行価額の総額（百万円）  10,000

新株予約権の行使により発行した株
式の発行価額の総額（百万円） 

 －

新株予約権の付与割合（％）  100

新株予約権の行使期間 
自 平成22年１月４日
至 平成26年12月２日 

１年以内 

（百万円） 

１年超２年以内
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

 －  －  10,000  －  －
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 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

  

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結

会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規

定により記載を省略しております。 

  

  

  

当連結会計年度における四半期情報等 

  

  

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限

短期借入金  -  183  1.0  -

１年以内に返済予定の長期借入金  249  249  0.6  -

 １年以内に返済予定のリース債務  -  -  -  -

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）  537  287  0.7 平成25年～26年

 リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）  -  -  -  -

その他有利子負債  -  -  -  -

合計  787  720  -  -

  
１年超２年以内
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内
（百万円） 

長期借入金  49  237  -  -

【資産除去債務明細表】

（２）【その他】

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円）  24,907  48,437  67,042  89,241

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円） 
 4,163  7,081  8,196  11,102

四半期（当期）純利益金額

（百万円） 
 2,513  4,729  5,227  7,195

１株当たり四半期（当期） 

純利益金額（円） 
 74.62  140.40  155.16  213.56

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円） 
 74.62  65.77  14.78  58.40
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２【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,712 10,753

受取手形 1,366 ※2  330

売掛金 ※1  21,349 ※1  21,688

商品及び製品 3,947 4,668

仕掛品 8,249 8,131

原材料及び貯蔵品 8,481 9,758

前払費用 77 109

繰延税金資産 1,815 1,034

短期貸付金 ※1  192 ※1  190

未収消費税等 1,773 1,261

その他 1,471 1,918

貸倒引当金 △6 △2

流動資産合計 63,430 59,841

固定資産   

有形固定資産   

建物 37,131 39,382

減価償却累計額 △9,211 △11,110

建物（純額） 27,919 28,272

構築物 967 1,010

減価償却累計額 △519 △584

構築物（純額） 448 425

機械及び装置 22,920 24,076

減価償却累計額 △15,473 △17,639

機械及び装置（純額） 7,446 6,436

船舶 － 9

減価償却累計額 － △1

船舶（純額） － 7

車両運搬具 247 241

減価償却累計額 △183 △193

車両運搬具（純額） 64 48

工具、器具及び備品 3,673 4,040

減価償却累計額 △3,104 △3,428

工具、器具及び備品（純額） 569 612

土地 12,349 12,377

建設仮勘定 1,568 2,274

有形固定資産合計 50,366 50,456

無形固定資産   

特許権 166 112

ソフトウエア 246 200

その他 106 103

無形固定資産合計 519 415
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 297 327

関係会社株式 5,174 5,929

出資金 1 1

関係会社出資金 1,255 1,271

長期貸付金 500 389

関係会社長期貸付金 372 235

長期前払費用 30 173

繰延税金資産 578 739

長期預金 5,200 5,200

その他 260 411

貸倒引当金 △10 △157

投資その他の資産合計 13,660 14,521

固定資産合計 64,546 65,393

繰延資産   

社債発行費 17 13

繰延資産合計 17 13

資産合計 127,994 125,248

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,112 ※2  4,093

買掛金 8,240 5,751

1年内返済予定の長期借入金 200 200

未払金 4,908 4,761

未払費用 677 717

未払法人税等 4,774 3

前受金 27 61

預り金 216 295

賞与引当金 2,105 1,598

役員賞与引当金 145 150

製品保証引当金 190 133

設備関係支払手形 100 ※2  111

その他 93 150

流動負債合計 25,791 18,026

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,000 10,000

長期借入金 200 －

退職給付引当金 887 1,310

資産除去債務 36 36

その他 487 463

固定負債合計 11,610 11,810

負債合計 37,401 29,836
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,517 14,517

資本剰余金   

資本準備金 15,599 15,599

その他資本剰余金 45 52

資本剰余金合計 15,644 15,651

利益剰余金   

利益準備金 594 594

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 4 4

国庫補助金等圧縮積立金 2 2

別途積立金 16,970 16,970

繰越利益剰余金 42,946 47,507

利益剰余金合計 60,518 65,079

自己株式 △862 △823

株主資本合計 89,818 94,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 5

評価・換算差額等合計 6 5

新株予約権 767 980

純資産合計 90,592 95,411

負債純資産合計 127,994 125,248

- 127 -



②【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

製品売上高 ※2  73,361 ※2  63,103

商品売上高 11,209 12,171

売上高合計 84,570 75,274

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 3,223 3,947

当期製品製造原価 ※6  41,939 ※6  36,062

当期商品仕入高 153 194

他勘定受入高 ※3  8,318 ※3  8,109

合計 53,635 48,313

他勘定振替高 ※4  2,615 ※4  1,628

商品及び製品期末たな卸高 ※1  3,947 ※1  4,668

売上原価合計 47,072 42,017

売上総利益 37,497 33,257

販売費及び一般管理費 ※5，6  26,277 ※5，6  26,388

営業利益 11,220 6,869

営業外収益   

受取利息 53 35

受取配当金 ※2  514 ※2  2,830

助成金収入 1,206 65

その他 215 239

営業外収益合計 1,990 3,171

営業外費用   

支払利息 28 22

為替差損 283 124

減価償却費 99 94

その他 26 46

営業外費用合計 436 287

経常利益 12,773 9,753

特別利益   

固定資産売却益 ※7  5 ※7  15

投資有価証券売却益 1 －

新株予約権戻入益 1 5

その他 0 －

特別利益合計 9 21

- 128 -



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※8，9  143 ※8，9  27

投資有価証券評価損 39 13

特別退職金 53 49

事業再編損 224 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

工場移転費用 － 68

その他 20 －

特別損失合計 527 159

税引前当期純利益 12,255 9,614

法人税、住民税及び事業税 5,076 2,108

法人税等調整額 △855 621

法人税等合計 4,220 2,729

当期純利益 8,034 6,884
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原価計算の方法 

精密加工装置については実際個別原価計算、精密加工ツールについては組別実際総合原価計算を採用しております。 

  

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

【製造原価明細書】

    
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ．材料費    28,194  53.1  21,882  49.6

Ⅱ．労務費    10,800  20.3  10,573  23.9

Ⅲ．経費 ※１  14,143  26.6  11,715  26.5

当期総製造費用    53,139  100.0  44,171  100.0

期首仕掛品たな卸高    5,664    8,249   

他勘定受入高     374    475   

合計    59,179    52,897   

期末仕掛品たな卸高    8,249    8,131   

他勘定振替高  ※２  8,990    8,704   

当期製品製造原価    41,939    36,062   

            

項目 
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

外注加工費（百万円）  8,186  6,172

減価償却費（百万円）  2,164  1,946

消耗品費（百万円）  1,642  1,569

水道光熱費（百万円）  581  570

人材派遣費用（百万円）  481  433

項目 
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

商品振替高（百万円）  3,750  3,100

固定資産振替高（百万円）  264  331

経費振替高（百万円）  4,975  5,271
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 14,517 14,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,517 14,517

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 15,599 15,599

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,599 15,599

その他資本剰余金   

当期首残高 5 45

当期変動額   

自己株式の処分 40 6

当期変動額合計 40 6

当期末残高 45 52

資本剰余金合計   

当期首残高 15,604 15,644

当期変動額   

自己株式の処分 40 6

当期変動額合計 40 6

当期末残高 15,644 15,651

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 594 594

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 594 594

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 5 4

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － 0

買換資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 4 4

国庫補助金等圧縮積立金   

当期首残高 2 2
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   

国庫補助金等圧縮積立金の積立 － 0

国庫補助金等圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 2 2

別途積立金   

当期首残高 16,970 16,970

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,970 16,970

繰越利益剰余金   

当期首残高 36,087 42,946

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － △0

国庫補助金等圧縮積立金の積立 － △0

買換資産圧縮積立金の取崩 0 0

国庫補助金等圧縮積立金の取崩 0 0

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 8,034 6,884

当期変動額合計 6,858 4,560

当期末残高 42,946 47,507

利益剰余金合計   

当期首残高 53,660 60,518

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － －

国庫補助金等圧縮立金の積立 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

国庫補助金等圧縮立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 8,034 6,884

当期変動額合計 6,857 4,560

当期末残高 60,518 65,079

自己株式   

当期首残高 △1,065 △862

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 203 39

当期変動額合計 202 39

当期末残高 △862 △823

- 132 -



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 82,717 89,818

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － －

国庫補助金等圧縮立金の積立 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

国庫補助金等圧縮立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 8,034 6,884

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 243 46

当期変動額合計 7,101 4,606

当期末残高 89,818 94,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 12 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △0

当期変動額合計 △6 △0

当期末残高 6 5

新株予約権   

当期首残高 589 767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 178 213

当期変動額合計 178 213

当期末残高 767 980

純資産合計   

当期首残高 83,319 90,592

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － －

国庫補助金等圧縮積立金の積立 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

国庫補助金等圧縮立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,176 △2,324

当期純利益 8,034 6,884

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 243 46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 212

当期変動額合計 7,272 4,819

当期末残高 90,592 95,411
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。 

（1）商品・原材料 

総平均法を採用しております。 

（2）製品・仕掛品 

精密加工装置については個別法を、精密加工ツールについては総平均法を採用しております。 

（3）貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く）  

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物      ２～47年       機械及び装置      ２～12年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

５．繰延資産の処理方法 

社債発行費  

社債の償還までの期間にわたり利息法によって償却しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

７．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。 

（3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 

【重要な会計方針】
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（4）製品保証引当金 

製品保証期間中の製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績等を基礎として計上しております。 

（5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の

費用として処理しております。 

   

（潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定方法の変更） 

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分）を適

用しております。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

また、これによる影響については、「１株当たり情報」に関する注記に記載しております。 

  

（損益計算書） 

  前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「新株予約権戻入益」は、特別利益の総額の100分の

10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替えを行っております。  

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた１百万円は、「新株予約権

戻入益」１百万円、「その他」０百万円として組み替えております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【会計方針の変更】

【表示方法の変更】

【追加情報】
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※１ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。  

※２ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融

機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

  

３(1) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結 

しております。 

当座貸越契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。   

  

貸出コミットメント契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の

要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。 

① 各事業年度末日において、貸借対照表純資産の部の金額を、平成19年３月期決算の末日（うち、１行は直近の決算 

 日の末日）における純資産の部の金額の ％以上に維持すること。 

② 各事業年度の決算期の末日における単体の損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して損失を計上しないこ 

 と。 

  

【注記事項】

（貸借対照表関係）

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

流動資産     

売掛金 百万円 5,032 百万円 5,001

短期貸付金   192  190

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形 百万円 － 百万円 6

支払手形  －  891

設備関係支払手形  －  9

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

当座貸越限度額 百万円 11,000 百万円 11,000

借入実行残高  －  －

差引額  11,000  11,000

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

当座貸越限度額 百万円 8,000 百万円 8,000

借入実行残高  －  －

差引額  8,000  8,000

75
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（２）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と平成22年３月31日において貸出コミットメント契 

約を締結しております。 

貸出コミットメント契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の

要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。 

① 各事業年度末日において、単体の貸借対照表純資産の部の金額を、平成21年３月期決算の末日における純資産の部

の金額 ％以上に維持すること。 

② 株式会社日本格付研究所による当社の長期債務格付を、ＢＢＢ－以上に維持すること。 

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

貸出コミットメントの総額 百万円 17,000 百万円 17,000

借入実行残高  －  －

差引額  17,000  17,000

75
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※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお 

  ります。 

    

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

  

※３ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。   

  

※４ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。   

   

※５ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度51％、当事業年度53％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度49％、当事業年度47％であります。 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

百万円 153 百万円 20

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

関係会社への売上高 百万円 24,184   百万円 22,425

関係会社からの受取配当金  508    2,824

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

仕掛品より商品へ受入 百万円 3,722   百万円 3,093

材料より商品へ受入  4,596    5,016

その他   0    －

計  8,318    8,109

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

固定資産への振替高 百万円 2,384   百万円 1,152

経費振替他  231    475

計  2,615    1,628

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

荷造運搬費 百万円 1,346 百万円 1,265

販売手数料  3,118  3,094

製品保証費  1,094  1,320

給料及び賞与  3,614  3,754

賞与引当金繰入額  1,250  997

役員賞与引当金繰入額  145  143

減価償却費  1,237  1,206

研究開発費  9,425  8,996

貸倒引当金繰入額  12  146

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

百万円 9,425 百万円 8,996
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※７ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※８ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※９ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

   

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物 百万円 0   百万円 15

機械及び装置  3    －

車両運搬具  0    0

工具、器具及び備品  0    －

土地   0    －

計  5    15

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

機械及び装置 百万円 －   百万円 2

車両運搬具  0    0

工具、器具及び備品  0    0

計  0    2

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物 百万円 117   百万円 0

構築物  2    1

機械及び装置  19    21

車両運搬具  0    1

工具、器具及び備品  2    0

計  143    25
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前事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加０千株であります。 

       ２.普通株式の自己株式の株式数の減少75千株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少75千 

          株であります。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加０千株であります。 

       ２.普通株式の自己株式の株式数の減少14千株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少14千 

          株であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首
株式数（千株） 

当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
株式数（千株） 

普通株式（注）１,２  397  0  75  321

合計  397  0  75  321

  
当事業年度期首
株式数（千株） 

当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
株式数（千株） 

普通株式（注）１,２  321  0  14  306

合計  321  0  14  306
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（リース取引関係）

  

１． リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 
  
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子
込み法により算定しております。 

  
(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法により算定しております。 

  
(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

  
(4）減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありません。 
  

２．オペレーティング・リース取引 
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  （単位：百万円）
  前事業年度（平成23年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物  1,299 682 617

構築物 35 18 16 
機械及び装置 6 3 2 
工具、器具及び備品 86 75 11 
合計 1,427 779 647 

  （単位：百万円）
  当事業年度（平成24年３月31日） 

  取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 1,299 747 552 
構築物 35 20 14 
機械及び装置 6 3 2 
工具、器具及び備品 86 83 2 
合計 1,427 854 572 

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日）  

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 75 67 
１年超 572 505 
合計 647 572 

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日）  

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日）  

支払リース料 83 75 
減価償却費相当額 83 75 

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

１年内 74 74 
１年超 630 556 
合計 705 630 
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子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式5,891百万円、関連会社株式38百

万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式5,099百万円、関連会社株式74百万円）は、市場価格がな

く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下

げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の40.69％から平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する

事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見

込まれる一時差異については、35.64％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は173百万円減少し、法人税等調

整額が174百万円、その他有価証券評価差額金が０百万円、それぞれ増加しております。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

  
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

繰延税金資産   

退職給付引当金 百万円361  百万円467

賞与引当金  856   607

未払事業税  443   －

投資有価証券評価損   151   132

たな卸資産評価損  227   201

減損損失  127   111

長期未払金  166   137

新株予約権  －   178

未払保険料   118   99

その他  453   464

繰延税金資産小計  2,905   2,396

評価性引当額  △502   △615

繰延税金資産合計  2,403   1,780

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額  △4   △3

その他  △5   △4

繰延税金負債合計  △9   △7

繰延税金資産の純額  2,393   1,773

  
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

法定実効税率 ％ 40.7  ％ 40.7

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.8   1.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  －   △11.4

試験研究費等の税額控除  △8.2   △5.3

その他  0.1   2.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  34.4   28.4
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（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

   ます。 

（１株当たり情報）

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 2,666.78 円 2,802.31

１株当たり当期純利益金額 円 238.99 円 204.35

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 226.81 円 194.23

  
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  8,034  6,884

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  8,034  6,884

期中平均株式数（千株）  33,617  33,692

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  1,805  1,754

（うち転換社債）  (1,636)  (1,636)

（うち新株予約権）  (169)  (118)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

 平成19年10月25日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成19年６月22日定時株主総会決

議及び平成19年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  

228

597

308

693

 平成16年６月24日定時株主総会決

議及び平成16年10月21日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成16年６月24日定時株主総会決

議及び平成16年10月21日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成17年６月24日定時株主総会決

議及び平成17年10月26日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成17年６月24日定時株主総会決

議及び平成17年10月26日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

 平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

平成18年６月23日定時株主総会決

議及び平成18年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）  

170

264

430

531

228

588
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（会計方針の変更） 

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分）を適

用しております。潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの

公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これらの会計基準等を適用したことにより、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に及ぼす

影響は軽微であることから、遡及修正は行っておりません。 

  

  

  
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日)  

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成21年10月29日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成21年６月23日定時株主総会決

議及び平成21年10月29日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 なお、概要は「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

299

730

 平成19年10月25日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成19年６月22日定時株主総会決

議及び平成19年10月25日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

 平成21年10月29日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成21年６月23日定時株主総会決

議及び平成21年10月29日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成22年10月27日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成22年６月25日定時株主総会決

議及び平成22年10月27日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成23年10月27日取締役会決議に

よる新株予約権 

（新株予約権の個数  個） 

  平成23年６月24日定時株主総会決

議及び平成23年10月27日取締役会

決議による新株予約権 

（新株予約権の個数  個）   

 なお、概要は「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

308

684

299

710

354

809

698

744
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該当事項はありません。 

  

  

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略 

しております。   

  

  

 （注）１. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。 

(1) 建物        広島事業所呉工場新棟建設             2,176百万円 

(2) 機械及び装置    研究用資産取得                  1,170百万円 

精密加工ツール生産設備取得             505百万円 

(3) 建設仮勘定     広島事業所呉工場新棟建設工事          1,564百万円   

   ２. 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少 

         額」の記載を省略しております。  

   

（重要な後発事象）

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 当期首残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産               

建物  37,131  2,310  59  39,382  11,110  1,939  28,272

構築物  967  52  9  1,010  584  73  425

機械及び装置  22,920  2,312  1,156  24,076  17,639  2,780  6,436

船舶  -  9 -  9  1  1  7

車両運搬具  247  16  22  241  193  30  48

工具、器具及び備品  3,673  458  91  4,040  3,428  413  612

土地  12,349  28 -  12,377 - -  12,377

建設仮勘定  1,568  3,919  3,213  2,274 - -  2,274

有形固定資産計  78,857  9,107  4,551  83,413  32,957  5,240  50,456

無形固定資産               

 特許権 - - -  434  322  54  112

ソフトウエア - - -  1,132  932  107  200

その他 - - -  115  12  3  103

無形固定資産計 - - -  1,682  1,266  165  415

長期前払費用  151  254  155  250  76  56  173

繰延資産               

社債発行費  44  - -  44  31  4  13

繰延資産計  44 - -  44  31  4  13
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（注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）の金額は、洗替による戻入額であります。 

   ２．賞与引当金及び役員賞与引当金の当期減少額（その他）の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。

     

   

 

 

 

  

  

【引当金明細表】

区分 
当期首残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

貸倒引当金   17  161  3  15  159

賞与引当金  2,105  1,598  2,084  21  1,598

役員賞与引当金  145  150  139  6  150

製品保証引当金  190  133  190 -  133
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① 流動資産 

１) 現金及び預金 

２) 受取手形 

(イ) 相手先別内訳 

(ロ) 期日別内訳 

（２）【主な資産及び負債の内容】

区分 金額（百万円） 

現金  41

銀行預金   

当座預金  6,156

普通預金  1,539

定期預金  3,000

別段預金  15

小計  10,711

合計  10,753

相手先 金額（百万円） 

GENESIS PHOTONICS INC.  69

九州ベアリング（株）  45

EPISTAR CORP.  38

WALTON ADVANCED ENGINEERING INC.  37

（株）サンシン  29

その他  111

合計  330

期日別 金額（百万円） 

平成24年３月期日  6

４月  133

５月  21

６月  68

７月  91

８月  9

合計  330

- 147 -



３) 売掛金 

(イ) 相手先別内訳 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

４) 商品及び製品 

５) 仕掛品 

相手先 金額（百万円） 

DISCO HI-TEC SINGAPORE PTE  2,021

DISCO HI-TEC CHINA CO.  1,780

SAMSUNG JAPAN CORPORATION  1,146

AMKOR ASSEMBLY & TEST (SHANGHAI)CO.  1,086

DISCO HI-TEC AMERICA  1,001

その他  14,652

合計  21,688

当期首残高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

2 
───── 

(B) 
───── 

366 

 21,349  76,413  76,074  21,688  77.82  103

区分 金額（百万円） 

商品   

精密加工装置部品   3,499

精密加工ツール  13

小計  3,513

製品    

精密加工装置  1,016

 精密加工ツール  132

その他  5

小計  1,155

合計  4,668

区分 金額（百万円） 

精密加工装置  7,394

精密加工ツール  685

その他  52

合計  8,131
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６) 原材料及び貯蔵品 

② 流動負債 

１) 支払手形 

(イ) 相手先別内訳 

(ロ) 期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

原材料   

 精密加工装置部品  8,567

精密加工ツール   

ダイヤモンドパウダー  577

砥粒  9

その他  418

小計  9,573

貯蔵品    

精密加工装置部品  7

精密加工ツール  158

その他   18

小計   185

合計   9,758

相手先 金額（百万円） 

リンテック（株）  1,152

浜松ホトニクス（株）  598

京セラ（株）  299

（株）ユタカ  237

昭和電工（株）  78

その他  1,727

合計  4,093

期日別 金額（百万円） 

平成24年３月期日  891

４月  744

５月  733

６月  706

７月  1,016

合計  4,093
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２) 買掛金 

 (注）買掛金の一部につき「一括ファクタリング」による期日振込みを利用しており、当該買掛金はファクタリ

ング会社に譲渡しております。ただし、当表は、実質上の取引先である譲渡前の相手先を記載しておりま

す。 

  

③ 固定負債 

 転換社債型新株予約権付社債            百万円 

 内訳は１ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

THK（株）  961

平田機工（株）  296

（株）ルネサス北日本セミコンダクタ  293

リンテック（株）  254

京石産業（株）  214

その他  3,729

合計  5,751

10,000

（３）【その他】
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

剰余金の配当の基準日 
９月３０日 

３月３１日 

１単元の株式数 １００株 

単元未満株式の買取り・買増し   

取扱場所 （特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 （特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

 取次所  ────────── 

買取り・買増し手数料 無料 

買増し受付停止期間 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで 

公告掲載方法 

当社の公告は電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由

により電子申告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

います。 

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次の

とおりです。  

   http://www.disco.co.jp/jp/ir/announce/index.html 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

- 151 -



当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 

事業年度（第72期）（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）平成23年６月24日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類 

平成23年６月24日関東財務局長に提出 

(3）四半期報告書及び確認書 
（第73期第１四半期）（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）平成23年８月12日関東財務局長に提出
（第73期第２四半期）（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日）平成23年11月14日関東財務局長に提出
（第73期第３四半期）（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日）平成24年２月13日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書 

平成23年６月29日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。  

(5）臨時報告書（第10回-Ａ号新株予約権証券の発行） 

平成23年10月27日関東財務局長に提出 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書であります。 

(6）有価証券届出書（第10回-Ｂ号新株予約権証券の発行） 

平成23年10月27日関東財務局長に提出 

(7）有価証券届出書（第10回-Ｂ号新株予約権証券の発行）の訂正届出書 

    平成23年11月11日関東財務局長に提出 

平成23年10月27日提出の有価証券届出書（第10回-Ｂ号新株予約権証券の発行）に係る訂正届出書でありま

す。 

(8）臨時報告書（第10回-Ａ号新株予約権証券の発行）の訂正報告書 

    平成23年11月11日関東財務局長に提出 

  平成23年10月27日提出の臨時報告書（第10回-Ａ号新株予約権証券の発行）に係る訂正報告書であります。 

  

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

２【その他の参考情報】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

- 153 -



【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年６月26日 

【会社名】 株式会社ディスコ 

【英訳名】 DISCO CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  関家 一馬 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役サポート本部長 田村 隆夫 

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北二丁目13番11号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



代表取締役社長関家一馬及び常務取締役サポート本部長田村隆夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び

運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財

務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の

基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合

理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成24年3月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価

においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を

識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価

を行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金

額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社５社を対象として行った全社的な内部

統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社

11社及び持分法適用非連結子会社１社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社

的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消

去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している３事業拠点

を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘

定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した

重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高

く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に

係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しておりま

す。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま

した。 

  

付記すべき事項はありません。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３【評価結果に関する事項】

４【付記事項】

５【特記事項】



＜財務諸表監査＞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ディスコの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ディスコ及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

      平成24年６月26日

株式会社ディスコ       

  取締役会 御中   

  有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 磯貝 和敏  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 富永 淳浩   印 



＜内部統制監査＞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ディスコの平成24年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  

内部統制報告書に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。 

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

 当監査法人は、株式会社ディスコが平成24年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

（注)１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ディスコの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ディスコの平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

独立監査人の監査報告書 

      平成24年６月26日

株式会社ディスコ       

  取締役会 御中   

  有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 磯貝 和敏  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 富永 淳浩  印 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年６月26日 

【会社名】 株式会社ディスコ 

【英訳名】 DISCO CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  関家 一馬 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役サポート本部長 田村 隆夫 

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北二丁目13番11号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



当社代表取締役社長 関家一馬及び最高財務責任者 常務取締役サポート本部長 田村隆夫は、当社の第73期

（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に

記載されていることを確認しました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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